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新
索
な
る
身
上
讃
書
法
律
案

向

井

健

解
　
題

　
明
治
の
初
頭
よ
り
、
数
年
間
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
法
典
の
移
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
㌧

は
、
西
厭
近
代
法
制
の
日
本
的
囁
取
の
第
一
歩
で
あ
つ
た
。
當
時
に
お
け
る
民

法
典
の
編
纂
事
業
に
つ
い
て
み
る
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
纏
受
が
そ
の
主
流
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
つ
た
こ
と
は
、
言
を
侯
た
な
い
。

　
い
ま
、
身
分
謹
書
と
戸
籍
制
度
の
問
題
に
親
黙
を
し
ぼ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

法
の
規
定
そ
の
ま
ま
に
身
分
謹
書
を
も
つ
て
戸
籍
に
代
え
よ
う
と
す
る
も
の

と
、
戸
籍
制
度
を
前
提
と
L
て
民
法
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
、
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
流
れ
の
あ
る
こ
と
を
看
取
し
え
よ
う
。
い
ず
れ
の
主
義
を
探
る
か
は
、
見
解

の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
「
本
邦
從
來
戸
籍
ヲ
設
ケ
戸
主
家
族
ヲ
列
記

シ
及
ヒ
出
生
婚
姻
養
子
縁
組
死
亡
其
他
身
上
ノ
異
動
ヲ
登
記
シ
世
治
ノ
要
具
ト

　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
詮
書
法
律
案

爲
セ
リ
欲
洲
諸
國
二
於
テ
ハ
概
子
身
分
謹
書
ノ
制
ヲ
設
ケ
テ
各
人
ノ
身
分
ヲ
謹

明
ス
ル
ノ
具
ト
爲
セ
リ
彼
ハ
人
ヲ
主
ト
シ
テ
各
簿
冊
二
記
載
シ
我
ハ
家
ヲ
主
ト

シ
テ
戸
主
ヲ
立
テ
家
族
ヲ
一
籍
二
記
載
ス
彼
我
ノ
制
此
ノ
如
ク
相
違
ア
リ
互
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

得
失
ア
リ
テ
容
易
二
之
ヲ
判
定
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
」
べ
し
、
と
い
う
は
要
を
え
て

い
る
。

　
さ
て
、
近
時
、
筆
者
は
は
か
ら
ず
も
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
と
題
さ
れ
た

る
二
珊
の
爲
本
に
接
す
る
機
會
を
も
ち
え
た
。
同
草
案
は
、
明
治
十
三
年
の
編

製
と
お
ぼ
し
く
、
い
ま
だ
學
界
に
紹
介
さ
れ
ざ
る
身
上
謹
書
（
身
分
謹
書
）
に

か
か
る
法
案
で
あ
つ
て
、
種
々
の
馳
よ
り
み
て
、
興
趣
ふ
か
き
文
書
と
思
料
さ

れ
る
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
本
草
案
成
立
に
關
し
て
、
徴
す
べ
き
周
邊
資
料

を
鉄
く
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
以
下
に
述
べ
る
さ
さ
や
か
な
考
謹
も
、

と
ぼ
し
い
資
料
か
ら
摸
索
し
た
ま
つ
た
く
の
假
説
に
す
ぎ
な
い
。
諸
家
の
示
教

と
叱
正
を
希
求
す
る
こ
と
切
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
　
（
八
八
九
）



新
た
な
る
身
上
護
書
法
律
案

○

　
原
本
は
、
慶
懸
義
塾
大
學
法
學
部
研
究
室
の
所
藏
文
書
で
あ
る
。
そ
の
一
本

は
（
以
下
、
A
本
と
呼
稔
す
）
、
太
政
官
赤
色
十
三
行
罫
紙
二
十
九
枚
の
漂
書

本
で
あ
つ
て
、
「
身
上
謹
書
法
律
案
」
と
表
題
さ
れ
、
い
わ
ば
立
法
説
明
を
そ

の
内
容
と
し
て
登
載
し
て
い
る
。
他
の
そ
れ
は
　
（
以
下
、
B
本
と
呼
稻
す
）
、

同
上
用
紙
十
七
枚
に
清
書
さ
れ
た
爲
本
で
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
全
五
十
一

ヵ
條
を
筆
録
す
る
。
爾
者
と
も
に
、
裏
打
に
よ
る
補
張
の
作
業
が
加
え
ら
れ
て

い
る
が
、
最
喰
の
た
め
、
判
讃
不
能
の
個
所
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
筆
者
は
、
「
明
治
十
五
年
『
戸
籍
規
則
』
の
原
案
」
な

る
拙
文
を
草
し
、
十
三
年
後
牛
期
に
、
太
政
官
法
制
部
で
成
稿
し
た
と
推
定
さ

れ
る
「
戸
籍
法
」
全
四
十
二
ヵ
條
（
以
下
、
「
＋
三
年
戸
籍
法
草
案
」
と
呼
稔

す
）
、
な
ら
び
に
そ
れ
と
關
係
あ
る
「
戸
籍
改
製
順
序
」
「
戸
籍
管
理
規
則
」
そ

　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
他
を
護
表
し
た
が
、
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
覆
刻
の
底
本
と
し
た
い
わ
ゆ

る
甲
・
乙
の
二
文
書
と
、
右
の
A
・
B
二
本
と
が
、
ま
つ
た
く
同
檬
の
膣
裁
を

な
し
て
い
る
事
實
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
爾
資
料
の
奮
藏
者
が
同
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
あ
る
、
と
の
推
測
を
可
能
な
ら
し
め
よ
う
。

　
さ
て
、
五
十
一
ヵ
條
よ
り
成
る
革
案
を
か
か
げ
る
B
本
の
冒
頭
は
、
「
身
上

謹
書
法
律
按
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
下
に
、
「
千
八
百
八
十
年
一
月
肝

一
日
」
な
る
日
附
が
し
る
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
推
断
す
れ
ば
、
該
法
案
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
八
九
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

作
成
時
期
を
明
治
十
三
年
一
月
三
十
一
日
と
し
て
、
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　
明
治
十
三
年
初
頭
の
編
成
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
關
連
さ
せ
て
考
え
る
べ
き

は
、
前
述
せ
る
「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」
の
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」
に
關
し
、
筆
者
は
、
こ
れ
こ
そ
明
治
十
五
年
元
老
院

會
議
附
議
「
戸
籍
規
則
」
の
原
案
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
推
考
し
た
の
で
あ
つ

（
9
）

た
が
、
實
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
、
第
一
案
と
も
い
）
べ
き
内
務
省
起
草
に
か

か
る
草
案
が
存
し
た
模
様
で
あ
る
。

　
太
政
官
内
に
参
事
院
が
設
置
さ
れ
る
前
月
の
十
四
年
九
月
二
十
七
日
、
陸
軍

卿
大
山
巖
の
建
議
中
に
、
戸
籍
法
の
改
正
は
、
「
濁
リ
徴
兵
ノ
爲
メ
陸
軍
二
於

テ
之
ヲ
望
ム
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
現
今
ノ
如
キ
錆
難
ナ
ル
戸
籍
ニ
テ
ハ
縣
治
上
二
於
テ

亦
支
障
少
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
已
二
内
務
省
ノ
起
草
二
係
ル
改
正
案
ヲ
當
時
法
制

部
ヨ
リ
各
府
縣
へ
下
問
中
ノ
由
然
ル
ニ
此
草
案
ハ
現
今
ノ
法
ト
大
同
小
異
ニ
シ

テ
草
案
中
偶
々
新
設
ノ
事
項
ア
ル
モ
ノ
ハ
徴
兵
上
二
取
リ
却
テ
詐
調
ヲ
構
造
ス

ル
ノ
媒
介
ト
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
の
文
言
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
法

制
部
ヨ
リ
各
府
縣
へ
下
問
」
し
た
る
こ
と
は
、
翌
十
五
年
七
月
、
「
戸
籍
規
則
」

審
議
の
第
一
讃
會
が
元
老
院
で
開
催
さ
れ
た
際
、
内
閣
委
員
と
し
て
出
席
し
た

参
事
院
議
官
補
周
布
公
李
の
提
案
理
由
説
明
中
の
、
「
奮
法
制
部
ヨ
リ
之
ヲ
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

地
方
官
へ
同
致
シ
テ
其
意
見
ヲ
聴
キ
」
な
る
襲
言
と
ま
さ
に
符
合
す
る
か
ら
、



大
山
建
議
に
い
う
「
草
案
」
と
は
、
「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」
を
指
構
し
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
大
山
建
議
に
よ
る
と
、
「
内
務
省
ノ
起
草
二
係

ル
改
正
案
」
を
た
だ
ち
に
各
府
縣
へ
下
問
し
た
、
こ
と
く
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、

　
内
務
省
起
草
案
（
第
一
案
）
↓
太
政
官
法
制
部
案
（
す
な
わ
ち
「
＋
三
年
戸

　
籍
法
草
案
」
）
↓
元
老
院
會
議
附
議
「
戸
籍
規
則
」

と
の
攣
遷
を
た
ど
つ
た
の
で
あ
り
、
各
地
方
官
へ
同
致
し
た
草
案
は
、
お
そ
ら

く
は
「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」
で
あ
つ
た
ろ
う
、
と
推
論
い
た
し
た
い
。

　
営
時
、
「
法
律
條
例
諸
規
則
ヲ
起
草
シ
叉
ハ
之
ヲ
改
案
シ
及
ヒ
職
制
章
程
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

監
査
シ
法
律
ヲ
読
明
ス
ル
ノ
所
」
は
、
太
政
官
法
制
部
で
あ
る
が
、
主
務
官
騒

た
る
内
務
省
に
命
じ
て
改
正
戸
籍
法
の
第
一
案
を
起
稿
せ
し
む
る
こ
と
は
、
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

分
に
考
慮
さ
れ
る
飴
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
内
務
省
に
お
い
て
は
、
何
屍
が
そ
の
作
業
を
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
筆

者
は
、
同
省
戸
籍
局
に
お
い
て
な
さ
れ
た
ろ
う
、
と
推
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
す
ぐ
る
九
年
四
月
十
七
日
、
内
務
省
は
、
「
本
省
中
戸
籍
警
保
圖
書
三
寮
被

塵
度
此
段
奉
伺
候
也
」
と
の
伺
を
提
出
し
た
が
、
同
日
、
太
政
官
は
同
省
へ
、

　
其
省
中
戸
籍
寮
警
保
寮
圖
書
寮
被
慶
候
條
此
旨
相
達
候
事

と
達
を
下
令
し
、
翌
五
月
二
日
、
内
務
省
達
乙
第
五
十
二
號
を
も
つ
て
、
戸
籍

局
が
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
十
年
一
月
（
日
闘
）
の
「
戸
籍
局
分
務
規
程
」

に
よ
る
と
、
戸
籍
掛
・
民
窪
掛
・
編
纂
掛
・
諸
務
掛
が
あ
る
が
、
戸
籍
掛
に
は

議
案
・
計
算
、
編
纂
掛
に
は
立
案
・
校
正
・
年
報
・
編
柵
の
、
そ
れ
ぞ
れ
係
が

　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

存
し
て
い
た
。
翌
十
一
年
三
月
二
十
六
日
に
は
、
戸
籍
掛
か
戸
婚
掛
と
改
禰
さ

れ
た
が
、
つ
い
で
翌
年
一
月
三
十
一
日
に
は
、

　
本
局
中
各
掛
ヲ
改
メ
校
案
人
事
財
産
戸
籍
編
纂
諸
務
ノ
六
掛
ト
ス

と
改
組
さ
れ
た
。

　
十
三
年
十
二
月
二
日
の
「
戸
籍
局
事
務
分
任
概
則
」
に
し
た
が
え
ば
、
戸
籍

係
は
事
務
的
な
任
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
編
纂
掛
は
、
「
本
局
ノ

管
掌
二
麗
ス
ル
法
規
ヲ
纂
輯
シ
年
報
ヲ
編
撰
シ
稟
議
質
問
決
議
ノ
事
件
ヲ
編
柵

シ
其
他
局
中
ノ
書
籍
ヲ
主
管
ス
ヘ
シ
」
と
第
六
條
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
れ

ば
、
内
務
省
戸
籍
局
の
、
お
そ
ら
く
は
編
纂
掛
が
、
太
政
官
の
命
に
こ
た
え
て

「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
』
の
第
一
案
を
編
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
當

時
の
戸
籍
局
長
は
、
内
務
灌
大
書
記
官
船
越
衛
、
あ
る
い
は
内
務
大
書
記
官
岩

　
　
　
　
（
B
）

村
高
俊
で
あ
つ
た
。O

　
さ
て
、
A
本
・
B
本
を
一
見
す
れ
ば
、
こ
れ
が
醗
謹
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
A
本
の
各
所
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
引
用
し
て
い
る
こ
と

よ
り
推
し
て
、
原
文
は
佛
文
で
あ
り
、
か
つ
、
作
成
者
も
佛
人
で
あ
る
こ
と

は
、
ま
ず
疑
い
え
な
い
。

　
筆
者
は
、
こ
の
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
の
編
案
者
を
ー
あ
ま
り
に
大
膿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
ー
「
洋
才
和
魂
の
法
學
者
」
と
構
せ
ら
れ
、
「
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
八
九
一
）



　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
偉
大
な
る
恩
人
」
と
た
た
え
ら
れ
る
、
か
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
　
（
O
葛
冨
く
①

国
β
昌
Φ
国
o
粧
8
民
Φ
）
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
推
考
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
論
接
と
す
る
と
こ
ろ
は
左
の
．
こ
と
く
で
あ
る
。

　
明
治
十
三
年
嘗
時
、
立
法
事
業
に
直
接
に
参
書
し
た
御
傭
外
人
と
し
て
、
司

　
　
　
　
、
（
1
6
）

法
省
・
元
老
院
・
太
政
官
な
ど
の
御
傭
で
あ
つ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
さ
し
お

い
て
、
他
に
適
當
な
人
物
を
ほ
と
ん
ど
見
出
し
が
た
い
。
こ
れ
が
第
一
の
理
由

で
あ
る
。

　
そ
の
第
二
は
、
妾
の
制
度
と
養
子
制
度
、
あ
る
い
は
離
婚
に
つ
き
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
記
述
が
A
本
中
に
存
す
る
が
、
そ
れ
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
所
論
と
き
わ

め
て
類
似
し
て
い
る
事
實
で
あ
る
。

　
日
本
二
於
テ
モ
正
當
ノ
婦
ヲ
有
シ
同
時
二
妾
ヲ
養
ハ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
多
年
間

　
結
婚
ノ
後
チ
纏
子
ヲ
得
サ
ル
者
二
限
リ
此
レ
ヲ
認
可
シ
得
ル
ノ
制
限
ヲ
設
ク

　
ヘ
シ

　
　
　
　
（
中
略
）

　
該
慣
習
二
就
キ
余
ハ
構
讃
ス
ル
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
該
慣
習
法
ノ
現
今
慶
止
ス

　
ヘ
キ
事
ト
假
定
シ
得
ル
ノ
義
務
ア
リ
ト
復
タ
信
用
セ
ス
爵
ヲ
易
ユ
レ
ハ
自
國

　
二
不
利
ナ
リ
ト
世
論
二
於
テ
認
メ
得
ル
ト
キ
ニ
ハ
自
然
二
清
滅
二
麟
ス
ル
ニ

　
至
ル
ヘ
シ

　
親
族
ヲ
組
立
ッ
ル
事
柄
二
就
キ
元
來
所
有
穫
叉
ハ
契
約
叉
ハ
義
務
ノ
事
柄
ノ

　
如
ク
特
別
ノ
元
則
ア
ル
者
二
非
ス
其
慣
習
及
風
俗
二
至
リ
テ
ハ
性
法
二
据
ル

三
八

（
八
九
二
）

二
非
サ
レ
ハ
此
レ
ヲ
詳
説
ス
ル
ヲ
得
ス

其
他
日
本
二
於
テ
特
更
二
親
族
ヲ
シ
テ
稻
満
滅
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
此
レ
則
チ

養
子
法
ナ
リ
元
來
其
方
法
ハ
人
工
ヲ
以
テ
其
目
的
ヲ
達
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス

ト
錐
モ
實
際
其
名
ノ
ミ
保
存
シ
其
血
統
二
至
リ
テ
ハ
保
存
ス
ル
ヲ
得
ス

妾
ヲ
有
ス
ル
ノ
目
的
モ
養
子
法
ト
同
一
ナ
リ
ト
ス
然
レ
ト
モ
此
レ
ヲ
以
テ
養

子
法
二
比
較
セ
ハ
最
モ
定
理
に
適
フ
者
ト
ス
ヘ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
元
來
正
當
ノ

婦
ヲ
有
セ
サ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
庶
出
ノ
子
ヲ
以
テ
縫
子
ト
ナ
ス
ヲ
得
サ
ル
故

　
ナ
リ

故
ニ
モ
シ
妾
ヲ
有
ス
ル
ハ
素
ト
此
ノ
目
的
ニ
ノ
ミ
ア
リ
ト
セ
ハ
妾
ヲ
有
ス
ル

　
ニ
就
キ
適
宜
ノ
制
限
ヲ
設
ケ
サ
ル
ヲ
得
ス
モ
シ
妾
ヲ
有
ス
ル
ニ
付
キ
法
律
ヲ

以
テ
支
配
シ
現
二
例
外
法
ト
看
徹
ス
ト
キ
ニ
ハ
妾
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
風
俗
ノ

頽
敗
ヲ
致
ス
ニ
至
ラ
サ
ル
ヘ
シ

故
二
前
章
二
於
テ
妾
ヲ
有
ス
ル
ニ
付
キ
既
二
假
定
セ
ル
制
限
二
尚
其
他
ノ
制

限
ヲ
増
加
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
騨
ヲ
易
ユ
レ
ハ
既
二
正
當
ノ
婦
ヲ
有
シ
更
二
妾
ヲ

有
セ
ン
ト
セ
ハ
家
族
ヲ
シ
テ
其
義
務
ヲ
増
加
セ
シ
ム
故
二
其
家
族
ノ
維
持
二

封
シ
充
分
確
實
ナ
ル
方
法
ヲ
徴
シ
得
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
此
レ
ヲ
養
フ
コ
ト
ヲ

得
サ
ル
ヘ
シ

　
さ
き
に
、
筆
者
が
世
に
紹
介
せ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
「
家
督
相
績
見
込
」
に

お
い
て
、
彼
は
、
「
妻
妾
並
ヒ
納
ル
・
云
々
ハ
日
本
從
來
ノ
弊
習
ニ
シ
テ
一
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

敗
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
相
績
論
」
に
お
い
て
も
、



「
然
レ
ハ
日
本
ニ
テ
本
妻
ノ
側
二
妾
ノ
現
出
ス
ル
ヲ
禁
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ

法
ニ
テ
妻
妾
ノ
間
二
厘
別
ヲ
立
ル
ハ
甚
タ
必
要
ナ
ル
ヘ
キ
ヲ
信
ス
。
若
シ
然
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

サ
レ
ハ
妻
ハ
只
上
等
ノ
下
碑
タ
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ナ
リ
」
と
読
く
ご
と
く
、
彼
は

民
法
上
の
問
題
と
し
て
妾
を
た
だ
ち
に
塵
止
す
べ
し
、
と
は
考
え
て
い
な
か
つ

　
　
　
　
（
鎗
）

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
養
子
制
度
を
め
ぐ
つ
て
は
、
す
で
に
手
塚
豊
博
士
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
養

子
制
度
改
正
論
者
た
る
こ
と
を
闇
明
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
言
及
を
避
け

（
2
0
）

る
が
、
養
子
制
度
に
封
し
か
な
り
批
到
的
で
あ
る
黙
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
離
婚
に
つ
い
て
は
、
左
の
ご
と
き
厳
述
を
見
出
し
う
る
。

　
離
婚
ノ
制
度
モ
必
ス
設
ケ
サ
ル
ヲ
得
ス
佛
國
二
於
テ
ハ
革
命
ノ
時
二
當
リ
其

　
法
度
ヲ
創
定
シ
佛
國
民
法
二
詳
説
セ
リ

　
　
　
　
（
中
略
）

　
其
他
離
婚
ハ
加
督
教
ヲ
奉
ス
ル
漱
洲
各
國
及
白
耳
義
國
二
於
テ
其
法
尚
ホ
存

　
セ
リ
故
二
日
本
國
二
於
テ
ノ
ミ
其
方
法
ヲ
魔
止
ス
ヘ
キ
ノ
理
由
ヲ
看
出
シ
得

　
ス

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
離
婚
に
關
し
、
「
性
法
二
適
ス
ル
者
ナ
リ
ト
確
言
ス
可

シ
故
二
若
シ
離
婚
禁
止
ノ
制
ナ
ク
又
成
文
法
二
離
婚
ノ
規
則
ノ
記
載
ナ
キ
ト
キ

ハ
裁
判
所
二
於
テ
之
ヲ
爲
ス
可
キ
ノ
理
由
ヲ
捜
リ
必
ス
之
ヲ
許
ス
可
シ
厭
羅
巴

諸
國
二
於
テ
ハ
夫
婦
双
方
ノ
爲
メ
及
ヒ
之
ヨ
リ
生
レ
タ
ル
子
ノ
爲
メ
ニ
離
婚
ヲ

　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

爲
ス
可
キ
ノ
原
因
期
限
等
ヲ
法
律
二
明
記
ス
日
本
二
於
テ
モ
亦
必
ス
如
斯
ク
爲

　
　
　
（
2
1
）

ス
可
キ
ナ
リ
」
と
読
述
し
て
い
る
。

　
右
に
み
て
き
た
ご
と
く
、
A
本
中
の
論
述
と
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
所
見
と
は
、

相
通
ず
る
黙
が
す
く
な
く
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
：
ド
自
身

の
作
製
に
か
か
る
こ
と
を
示
す
謹
左
で
は
な
か
ろ
う
か
。

O

　
以
上
、
考
謹
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
「
身
上
謹
書

法
律
按
」
は
、
明
治
十
三
年
一
月
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
手
に
成
つ
た
草
案
で
あ

る
可
能
性
が
つ
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　
で
は
、
つ
ぎ
に
歩
を
す
す
め
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
の
編
纂
を
め
ぐ
つ
て
、

若
干
、
検
討
を
加
え
た
い
。

　
既
述
の
と
お
り
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
の
成
稿
は
十
三
年
一
月
三
十
一
日

で
あ
る
か
ら
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
當
局
側
よ
り
同
法
案
作
成
の
依
頼
に
接
し
た

の
は
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
前
年
の
後
牛
期
の
こ
ろ
で
あ
つ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

　
當
時
、
彼
は
太
政
官
御
傭
で
あ
つ
た
か
ら
、
太
政
官
よ
り
、
直
接
、
彼
に
命

が
下
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
ま
ず
推
論
で
き
る
。
そ
の
こ
ろ
は
、
法
制
部
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

前
の
法
制
局
の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
「
民
法
訴
訟
法
戸
籍
等
二
關
ス
ル
公
文
ヲ

　
（
舩
）

主
査
ス
」
る
法
制
局
第
一
課
が
そ
の
任
に
當
つ
た
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
記
せ
る
「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」
編
纂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
八
九
三
）



　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
讃
書
法
律
案

例
に
な
ら
い
、
太
政
官
法
制
局
が
、
内
務
省
に
命
じ
て
原
案
を
編
製
せ
し
め
る

ケ
ー
ス
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
内
務
省
戸
籍
局
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
に
草
案
作
成
を
一
任
し
た
、
と
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
、
民
法
典
編
纂
の
一
環
と
し
て
、
箪
行
法
と
し

て
の
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
を
編
案
し
た
、
と
の
推
定
で
あ
る
。

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
中
心
の
民
法
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に
關
し
て
は
、
專
家

の
見
解
の
分
裂
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
十
二
年
読
と
十
三
年
説
が
封
立
し
て
い

（
跡
）

る
。
筆
者
と
し
て
は
、
早
急
な
推
断
を
ひ
か
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
箕
作
麟
祥

の
談
話
に
、
「
大
木
君
が
、
司
法
卿
に
な
ら
れ
ま
し
た
、
其
時
、
民
法
の
草
案

を
編
纂
し
て
見
る
が
宜
い
、
と
云
ふ
こ
と
で
、
一
人
の
相
手
と
粗
末
な
が
ら
草

案
を
作
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
、
其
儘
に
な
り
ま
し
た
、
併
し
、
今
日
か
ら
見

れ
ば
、
其
儘
に
な
り
ま
し
た
の
が
、
幸
ひ
で
あ
つ
て
、
若
し
、
そ
れ
が
行
は
れ

た
ら
、
そ
れ
こ
そ
大
攣
で
あ
り
ま
せ
う
、
そ
れ
か
ら
、
明
治
十
二
年
に
な
り
ま

し
て
、
司
法
省
で
、
民
法
會
議
が
始
ま
り
ま
し
た
、
其
時
に
は
、
も
う
『
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
』
先
生
が
、
來
て
居
ら
れ
ま
し
て
、
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
』
先
生
の
草

案
の
を
議
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
、
績
い
て
、
十
三
年
に
、
政
府
で
、
民
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

編
纂
局
と
云
ふ
も
の
を
置
か
れ
ま
し
た
」
と
あ
る
は
、
十
二
年
開
始
読
に
と
つ

て
有
利
か
、
と
思
料
さ
れ
る
。

　
も
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
正
式
に
民
法
典
編
纂
事
業
に
登
場
し
た
の
が
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

年
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
の
推
測
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
八
九
四
）

　
以
上
、
e
太
政
官
法
制
局
↓
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
口
太
政
官
法
制
局
↓
内
務
省

戸
籍
局
↓
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
㊧
司
法
省
民
法
編
纂
會
議
、
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
を

か
か
げ
た
が
、
こ
れ
以
外
の
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
と
、
「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」

と
の
關
係
を
ふ
た
た
び
考
え
よ
う
。

　
前
者
の
成
稿
が
十
三
年
一
月
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
が
、
同
年
後
孚
期
で
あ

る
か
ら
、
ま
ず
第
一
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
「
身
上
鐙
書
法
律
按
」
が
駿
案
と

な
り
、
太
政
官
は
改
め
て
「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」
の
作
成
を
内
務
省
に
命
じ

た
、
と
す
る
推
定
が
う
ま
れ
る
。

　
そ
の
第
二
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
式
の
身
分
詮
書
の
制
度
と
、
戸
籍
法
と
を
並

行
し
て
實
施
す
べ
く
、
爾
者
同
時
に
太
政
官
よ
り
起
草
を
命
ぜ
ら
れ
た
、
と
す

る
考
え
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
上
述
の
ご
と
く
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
が
司
法
省
民
法
編
纂
會
議

に
お
い
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
編
案
し
た
成
果
と
す
る
な
ら
ば
、
同
法
案
と
「
十

三
年
戸
籍
法
草
案
」
と
の
間
に
は
、
直
接
的
な
關
蓮
は
な
か
つ
た
、
と
み
る
第

三
の
見
解
も
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

0

　
明
治
十
三
年
の
こ
ろ
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
あ
る
い
は
「
十
三
年
戸
籍
法

草
案
」
と
い
つ
た
、
明
治
四
年
戸
籍
法
改
正
の
撃
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
の
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

同
法
の
、
「
實
際
こ
行
ハ
ル
・
モ
ノ
ハ
三
十
三
則
中
僅
三
二
四
則
二
過
キ
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
「
皮
肉
ヲ
存
シ
テ
骨
ヲ
失
ヒ
シ
如
キ
モ
ノ
」
に
な
つ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
直
接
に
は
、
十
二
年
の
徴
兵
令
改
正
を
契
機
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
（
31
）
（
3
2
）

陸
軍
の
つ
よ
い
要
請
の
結
果
で
あ
つ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
手
に
成
る
と
お
ぼ
し
き
「
身
上
澄
書
法
律
按
」

　
　
　
　
　
　
　
（
器
）
（
3
4
）

は
そ
の
ま
ま
闇
に
葬
ら
れ
、
他
方
、
「
十
三
年
戸
籍
法
草
案
」
も
、
「
戸
籍
規
則
」

「
戸
籍
法
」
と
攣
轄
し
て
元
老
院
の
議
決
を
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
途
に
陽

の
目
を
み
る
こ
と
な
く
、
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
と
同
じ
蓮
命
を
た
ど
る
こ
と

に
な
つ
た
。

　
（
1
）
　
明
治
初
年
に
お
け
る
フ
ラ
ソ
ス
法
典
の
移
入
事
情
に
關
し
て
は
、
手

　
　
塚
豊
「
佛
蘭
西
法
典
の
移
入
」
歴
史
と
生
活
・
第
六
巻
五
號
三
二
頁
以
下

　
　
参
看
。

　
（
2
）
　
明
治
初
期
民
法
編
纂
史
に
關
す
る
丈
献
に
つ
い
て
は
、
向
井
健
「
『
民

　
　
法
口
授
』
小
考
」
慶
底
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
・
法
學
部
法
律
學
關

　
　
係
篇
・
四
九
五
ー
四
九
六
頁
註
（
2
）
ー
（
7
）
蓼
看
。

　
　
　
な
お
、
川
島
武
宜
・
利
谷
信
義
「
民
法
（
上
）
ー
法
艦
制
準
備
期
1

　
　
ー
」
日
本
近
代
法
嚢
達
史
・
第
五
巻
・
一
頁
以
下
、
向
井
健
「
江
藤
主
催

　
　
司
法
省
民
法
會
議
に
お
け
る
相
績
論
孚
」
法
學
研
究
・
第
三
二
巻
四
號
四

　
　
五
頁
以
下
参
看
。

　
（
3
）
　
身
分
誰
書
（
器
器
留
緊
騨
暮
息
ユ
一
）
と
は
、
人
の
身
分
に
關
し

　
　
て
確
た
る
誰
擬
を
提
供
す
べ
き
公
正
誰
書
で
、
身
分
吏
に
よ
り
各
市
町
村

　
　
に
備
え
ら
れ
る
公
け
の
登
記
簿
に
記
載
せ
ら
る
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

（
4
）
　
福
島
正
夫
・
利
谷
信
義
「
明
治
前
期
に
お
け
る
戸
籍
制
度
の
嚢
展
」

　
家
制
度
の
研
究
・
賓
料
篇
・
第
一
巻
・
解
題
六
三
頁
以
下
参
看
。

（
5
）
　
明
治
二
＋
三
年
戸
籍
法
案
を
第
一
同
帝
國
議
會
に
お
い
て
審
議
す
る

　
際
、
議
員
に
配
布
し
た
「
戸
籍
法
読
明
」
中
の
丈
言
。
福
島
正
夫
「
『
家
』

　
制
度
の
研
究
」
（
資
料
篇
・
第
一
巻
）
一
二
一
頁
よ
り
引
用
。

（
6
）
　
向
井
健
「
明
治
十
五
年
『
戸
籍
規
則
』
の
原
案
」
法
學
研
究
・
第
三

　
二
巻
七
號
七
一
頁
以
下
。

（
7
）
　
い
わ
ゆ
る
甲
本
・
乙
本
は
、
二
十
敷
冊
の
篤
本
を
牧
め
る
峡
入
丈
書

　
中
に
存
し
、
各
文
書
は
す
べ
て
裏
打
修
補
の
手
が
加
え
ら
れ
、
同
一
の
表

　
紙
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　
　
A
本
・
B
本
は
、
較
入
丈
書
と
は
別
に
、
慶
鷹
義
塾
大
學
法
學
部
研
究

　
室
に
藏
さ
れ
て
い
る
が
、
本
丈
に
し
る
す
ご
と
く
、
甲
・
乙
本
と
A
・
B

　
本
と
は
、
ま
つ
た
く
そ
の
艦
裁
を
同
じ
く
す
る
。
こ
れ
ら
稀
襯
資
料
の
傳

　
來
の
、
必
ず
し
も
分
明
で
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。

　
　
な
お
、
前
註
所
引
論
丈
・
七
七
頁
註
（
5
）
（
6
）
滲
看
。

（
8
）
　
一
八
八
O
年
一
月
三
十
一
日
に
、
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
人
事
編
第
二
章

　
（
身
分
謹
書
）
が
改
正
さ
れ
た
事
實
は
存
し
な
い
。

（
9
）
　
前
掲
・
向
井
「
明
治
十
五
年
『
戸
籍
規
則
』
の
原
案
一
七
二
頁
以
下

　
参
看
。

（
1
0
）
　
「
元
老
院
會
議
筆
記
」
明
治
一
五
年
七
月
三
目
・
第
三
一
八
號
議
案

　
（
戸
籍
規
則
）
第
一
讃
會
・
二
五
頁
。

（
1
1
）
　
明
治
十
三
年
三
月
十
八
日
の
太
政
官
達
第
二
＋
號
に
み
え
る
丈
言
。

へ
1
2
）
　
太
政
官
法
制
部
の
登
足
は
、
十
三
年
三
月
三
日
で
あ
る
。
し
た
が
つ

　
て
、
こ
こ
で
は
、
内
務
省
に
第
一
案
起
草
を
命
じ
た
時
期
が
十
三
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
八
九
五
）



新
た
な
る
身
上
詮
書
法
律
案

　
以
降
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
前
提
と
な
る
。
も
し
そ
れ
以
前
で
あ
っ

　
た
と
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
法
制
局
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
1
3
）
　
船
越
衛
は
、
十
年
一
月
＋
一
日
に
内
務
椹
大
書
記
官
に
任
ぜ
ら
れ
、

　
同
時
に
戸
籍
局
長
と
な
つ
た
が
、
十
三
年
三
月
八
日
、
千
葉
縣
令
に
韓
出

　
し
た
。
船
越
の
後
を
う
け
た
の
が
、
内
務
大
書
記
官
岩
村
高
俊
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
杉
山
直
治
郎
「
洋
才
和
魂
の
法
學
者
」
帝
國
大
學
新
聞
・
昭
和
一
一

　
年
一
一
月
二
六
日
號
。

（
1
5
）
　
手
塚
豊
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
の
こ
と
ど
も
」
三
色
旗
・
第
七
二
號

　
五
頁
。

（
1
6
）
　
元
老
院
の
設
置
と
同
時
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
元
老
院
顧
問
と
な
つ

　
た
、
と
普
通
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
が
元
老
院
と
御
傭
契
約

　
を
結
ん
だ
の
は
、
九
年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
の
ご
と

　
き
、
「
司
法
省
雇
佛
國
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
元
老
院
兼
務
條
約
」
が
存
す
る
。

　
元
老
院
幹
事
ハ
定
例
二
照
シ
タ
ル
許
可
ヲ
得
以
テ
法
律
家
巴
理
府
法
律
大

　
學
校
助
教
ツ
ー
ル
ー
ズ
府
法
律
大
學
校
學
士
ジ
ボ
ウ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
ド
、

　
ホ
ン
タ
ラ
ビ
ー
氏
ヲ
該
院
ノ
顧
問
ト
ナ
ス
ヲ
約
セ
リ

　
ボ
ウ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
ノ
職
務
ハ
元
老
院
ヨ
リ
指
示
ス
ル
所
ノ
公
法
或
ハ
私

　
法
内
ノ
講
義
ヲ
ナ
シ
其
他
同
氏
二
尋
問
ア
ル
所
ノ
特
別
事
件
上
話
頭
之
ヲ

　
論
明
シ
之
ヲ
記
載
シ
或
ハ
之
ヲ
纂
輯
ス
ル
ノ
任
タ
ル
可
シ

　
同
氏
ハ
他
ノ
職
務
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
元
老
院
二
出
頭
ス
ル
ハ
一
週
間
二
一

　
同
ト
定
メ
以
テ
講
義
及
ヒ
読
明
二
供
ス
但
至
急
ノ
場
合
ハ
格
外
タ
リ
ト
ス

　
纂
輯
ハ
同
氏
私
宅
二
於
テ
爲
ス
モ
ノ
ト
ス

　
同
氏
エ
ノ
謝
金
ト
シ
テ
毎
月
日
本
貨
幣
百
圓
ヲ
査
牧
ス
可
シ
其
職
務
ハ
一

　
千
八
百
七
十
六
年
十
月
ヨ
リ
肇
リ
司
法
省
新
約
ノ
定
期
内
即
チ
本
年
十
一

四
二

（
八
九
六
）

　
月
十
五
日
ヨ
リ
三
年
間
タ
ル
可
シ

　
　
　
日
本
明
治
九
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
老
院
幹
事
　
　
陸
奥
宗
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
河
　
野
敏
　
鎌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
ウ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
ド
、
ホ
ン
タ
ラ
ビ
ー

（
1
7
）
　
向
井
健
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
『
家
督
相
績
見
込
』
に
つ
い
て
」
法
學

　
研
究
・
第
三
二
巻
五
號
六
六
頁
。

（
1
8
）
　
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
稿
・
井
上
操
課
「
相
績
論
」
明
治
丈
化
全
集
・
法
律

　
篇
（
昭
和
三
二
年
版
Y
五
二
二
頁
。

（
1
9
）
　
石
井
良
助
博
士
は
、
「
ボ
ア
ソ
ナ
；
ド
が
奮
刑
法
に
お
い
て
妾
を
慶

　
そ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
の
原
案
に

　
は
妾
の
語
は
見
え
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
か
れ
が
積
極
的
に
そ

　
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
妾
の
制
度
を
慶
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
な

　
い
」
（
石
井
「
明
治
初
年
の
婚
姻
法
」
家
族
問
題
と
家
族
法
・
結
婚
・
二

　
二
六
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
な
お
、
奮
刑
法
編
纂
途
上
に
お
け
る
妾
の
慶
止
に
つ
い
て
は
、
高
柳
眞

　
三
「
妾
の
消
滅
」
法
學
新
報
・
第
四
六
巻
九
號
一
九
頁
以
下
、
手
塚
豊

　
「
元
老
院
の
『
妾
』
論
議
」
法
學
セ
、
ミ
ナ
ー
・
第
一
五
號
四
二
頁
以
下
参

　
看
。

（
2
0
）
　
手
塚
豊
「
明
治
前
期
の
養
子
反
封
論
」
法
學
研
究
・
第
二
八
巻
四
號

　
六
一
頁
以
下
参
看
。

（
2
1
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
ロ
述
・
加
太
邦
憲
筆
記
「
法
律
大
意
講
義
」
（
明
治

　
一
四
年
版
）
二
六
頁
。

　
　
な
お
、
「
法
律
大
意
講
義
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
向
井
「
ボ
ア
ソ
ナ



　
ー
ド
の
『
家
督
相
綾
見
込
』
に
つ
い
て
」
六
〇
頁
註
（
4
9
）
参
看
。

（
2
2
）
　
十
三
年
九
月
四
日
の
［
東
京
日
日
新
聞
」
に
、
「
太
政
官
法
制
部
御

　
雇
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
下
氏
は
…
…
」
の
記
事
が
み
え
る
か
、
法
制
部
御
傭
が

　
正
式
の
呼
稔
で
あ
つ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。

（
2
3
）
　
前
註
（
1
2
）
滲
看
。

（
24
）
　
明
治
十
一
年
（
月
日
闘
）
の
「
法
制
局
職
務
規
則
」
第
一
條
の
丈
言
。

　
　
な
お
、
そ
の
當
時
の
法
制
局
第
一
課
の
課
員
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
向

　
井
「
明
治
十
五
年
『
戸
籍
規
則
』
の
原
案
」
七
五
頁
参
看
。

（
2
5
）
　
手
塚
豊
「
明
冶
十
一
年
民
法
草
案
編
纂
前
後
の
一
考
察
」
瀧
川
博
士

　
還
暦
記
念
論
丈
集
・
目
本
史
篇
・
八
五
三
頁
以
下
、
石
井
良
助
「
明
治
十

　
一
年
民
法
草
案
」
（
二
）
法
律
時
報
・
第
三
〇
巻
六
號
六
八
頁
以
下
滲
看
。

（
2
6
）
　
大
槻
丈
彦
「
箕
作
麟
祥
君
傳
」
一
〇
三
頁
。

（
2
7
）
　
A
・
B
二
本
と
も
、
既
述
の
と
お
り
、
太
政
官
用
紙
を
用
い
た
爲
本

　
で
あ
る
。
民
法
編
纂
會
議
の
所
産
と
す
る
な
ら
ば
、
司
法
省
用
紙
で
あ
る

　
可
能
性
が
つ
よ
か
ろ
弓
。

（
2
8
）
　
「
元
老
院
會
議
筆
記
」
明
治
一
五
年
七
月
三
日
・
第
三
一
八
號
議
案

　
へ
戸
籍
規
則
）
第
二
潰
會
・
二
四
頁
。

へ
29
）
　
鼓
錬
之
助
・
林
部
甲
子
録
「
現
行
人
事
及
戸
籍
法
實
用
」
二
四
四
頁
。

（
30
）
　
「
元
老
院
會
議
筆
記
」
明
治
一
五
年
七
月
三
日
・
第
三
一
八
號
議
案

　
（
戸
籍
規
則
）
第
一
讃
會
・
六
三
頁
参
看
。

（
3
1
）
　
明
治
十
四
年
九
月
二
十
七
日
の
陸
軍
卿
大
山
巖
の
建
議
中
に
、
「
明
治

　
＋
二
年
第
四
＋
六
號
公
布
徴
兵
令
諸
條
款
中
改
良
ヲ
要
ス
ヘ
キ
意
見
ノ
儀

　
ハ
別
二
及
上
申
置
候
然
ル
ニ
徴
兵
法
ハ
固
ヨ
リ
民
法
ト
井
行
ス
ヘ
キ
モ
ノ

　
ナ
ル
ヲ
以
テ
未
タ
民
法
完
備
セ
サ
ル
ノ
今
日
二
在
テ
ハ
戸
籍
ノ
精
密
ナ
ラ

　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

　
サ
ル
ヲ
奇
貨
ト
シ
免
役
ノ
名
稻
ヲ
寛
メ
或
ハ
逃
亡
失
踪
シ
テ
徴
集
ヲ
避
ク

　
ル
カ
如
キ
弊
害
ヲ
除
去
シ
且
地
方
官
ノ
責
任
ヲ
厚
カ
ラ
シ
ム
ル
等
ノ
法
ヲ

　
設
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
濁
リ
徴
兵
法
ノ
ミ
何
程
ノ
改
良
ヲ
行
フ
ト
錐
モ
其
功

　
ヲ
奏
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
」
と
み
ゆ
。

（
32
）
　
明
治
十
二
年
の
徴
兵
令
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
松
下
芳
男
「
徴
兵
令

　
　
ヤ

　
制
定
史
」
四
七
四
頁
以
下
、
同
「
明
治
軍
制
史
論
」
（
下
巻
）
　
一
一
五
頁

　
以
下
参
看
。

　
　
な
お
、
向
井
健
・
岩
田
正
彦
「
獣
阿
彌
の
『
散
切
物
』
に
見
え
た
る
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
治
初
年
の
法
制
」
（
一
）
法
學
研
究
・
第
三
一
巻
四
號
六
六
頁
以
下
参
看

（
3
3
）
　
「
身
上
謹
書
法
律
按
」
の
成
稿
し
た
十
三
年
に
、
黒
田
綱
彦
の
醗
課

　
に
か
か
る
「
身
上
護
書
制
度
集
」
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

　
　
黒
田
綱
彦
は
箕
作
麟
祥
門
下
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
戸
籍
法
案
の
編
成

　
に
ふ
か
い
關
係
を
有
す
る
。

（
34
）
　
「
身
上
護
書
法
律
按
」
の
内
容
を
め
ぐ
つ
て
は
、
他
の
民
法
諸
草
案
の

　
規
定
と
封
比
し
つ
つ
、
他
日
、
稿
を
改
め
て
吟
味
す
る
豫
定
で
あ
る
。

b
4
！
㌔
U
．
ノ
、
．
亀
・
3
～
．
働
◆
◎
、
％
，
伽
！
・
◆
騨
心
◆
…
θ
D
角
～
6
．
幽
ム
も
、
・
．
ψ
．
～
φ
9
一
！
齢
㌧
．
～
㌧
ワ
一
～
％
サ
一
6
～
・
サ
．
．
5
；
亀

凡
　
　
例

e
　
覆
刻
は
、
な
る
べ
く
原
本
の
艦
裁
を
保
つ
こ
と
に
つ
と
め
た
が
、
印
刷

　
の
便
宜
か
ら
、
通
常
使
用
し
な
い
字
禮
は
若
干
改
め
た
。

⑭
　
原
本
轟
喰
の
た
め
、
判
讃
不
能
の
個
所
は
口
と
L
、
（
一
字
不
明
）
と
附

　
記
し
た
。

四
三

（
八
九
七
）



新
た
な
る
身
上
護
書
法
律
案

　
　
　
　
身
上
詮
書
法
律
案

身
上
謹
書
法
律
按

　
　
纏
則

　
身
上
ト
ハ
凡
テ
枇
會
叉
ハ
親
族
二
於
テ
各
人
ノ
身
分
（
位
地
）
ヲ
云
フ
之
レ

　
ヲ
一
般
ノ
羅
義
ト
ス
蓋
シ
該
繹
義
中
吐
會
ナ
ル
騨
一
二
國
人
民
ノ
吐
會
ト
云

　
フ
ヨ
リ
更
二
汎
博
ナ
ル
意
ヲ
徴
シ
人
類
肚
會
ト
云
フ
義
二
了
解
ス
ル
ト
キ
ハ

　
該
羅
義
ヲ
以
テ
妥
當
ナ
リ
ト
ス
實
際
身
上
ハ
籔
多
ノ
元
素
ヨ
リ
成
立
ッ
モ
ノ

　
ナ
リ
然
レ
ト
モ
其
籔
多
ノ
元
素
ハ
一
國
ノ
人
民
叉
ハ
親
族
ノ
身
分
二
關
係
セ

　
ス
却
テ
一
個
ノ
人
間
ノ
分
限
二
關
係
ア
リ
ト
ス

　
故
二
性
存
男
女
年
齢
ハ
身
上
二
付
キ
特
別
ナ
ル
元
素
ニ
シ
テ
而
シ
テ
一
國
ノ

　
人
民
叉
二
個
親
族
ノ
灌
利
二
管
係
セ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
生
存
男
女
年
齢
ハ
素

　
ト
一
國
ノ
人
民
叉
ハ
一
個
親
族
二
影
響
ヲ
及
ホ
ス
者
二
非
サ
ル
故
ナ
リ

　
人
間
ハ
其
生
存
間
ニ
ハ
三
個
ノ
親
族
帥
三
個
ノ
吐
會
二
從
厨
セ
ル
者
ト
假
リ

　
定
ム
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
論
読
ヲ
以
テ
完
全
ナ
ル
者
ト
認
ム
ル
ヲ
得
ヘ
シ
左
ニ
コ

　
レ
ヲ
読
明
ス
ヘ
シ

　
　
第
一
則
　
人
間
ノ
最
大
親
族
即
人
類
吐
會

　
　
第
二
則
　
一
國
人
民
ノ
親
族
即
一
國
人
民
ノ
就
會
叉
ハ
人
民
吐
會

　
　
第
三
則
　
親
族
社
會
即
親
族

　
然
ル
ト
キ
ハ
身
上
ト
ハ
人
間
ノ
分
限
印
人
類
叉
ハ
一
國
人
民
叉
ハ
一
個
親
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
八
九
八
）

（
家
族
）
ノ
分
限
二
付
テ
ノ
集
合
物
タ
ル
コ
ト
ハ
自
ラ
此
レ
ヲ
了
知
シ
得
ヘ
シ

左
二
此
レ
ヲ
読
明
ス
ヘ
シ

　
人
間
ノ
身
上
二
就
テ
ハ
左
ノ
件
ヲ
有
ス

　
第
一
　
性
存

　
第
二
　
男
女

　
第
三
　
年
齢

　
一
國
ノ
人
民
タ
ル
身
上
二
就
テ
ハ
左
ノ
件
ヲ
有
ス

　
第
一
　
一
國
ノ
人
民
タ
ル
灌
利

　
第
二
　
政
権
ヲ
供
有
シ
得
ル
者
叉
ハ
政
灌
ヲ
饒
奪
セ
ラ
ル
・
者
（
政
灌
）

　
第
三
　
政
梅
ヲ
行
フ
得
ル
者
叉
ハ
行
フ
ヲ
得
サ
ル
者
（
私
模
）

　
一
個
親
族
ノ
一
部
分
二
就
テ
ハ
左
ノ
件
ヲ
有
ス

　
第
一
　
婚
姻
セ
ル
者
又
ハ
婚
姻
セ
サ
ル
者

　
第
二
　
公
正
ノ
子
叉
ハ
私
生
ノ
子
叉
ハ
養
子

　
第
三
　
公
正
ノ
父
母
叉
ハ
私
生
ノ
父
母
叉
ハ
養
親

　
第
四
　
兄
弟
姉
妹
伯
父
母
姪
男
女
從
弟
男
女

人
間
ノ
身
上
ヲ
組
織
セ
ル
分
限
ヲ
シ
テ
斯
ノ
如
ク
匠
別
ス
ル
ニ
就
テ
ハ
人
間

ノ
生
存
ト
共
二
始
リ
且
生
存
中
ハ
繊
績
シ
得
ル
モ
ノ
ア
リ
廓
男
女
年
齢
（
出

産
ノ
日
ヨ
リ
籔
へ
年
齢
ヲ
定
ム
）
嫡
出
ノ
子
私
生
ノ
子
及
親
族
此
レ
ナ
リ

其
他
ノ
身
上
ハ
凡
テ
等
親
ノ
級
二
從
ヒ
生
ス
ル
者
ニ
シ
テ
亦
タ
性
存
ト
共
二

始
リ
其
以
來
或
理
由
ニ
ヨ
リ
消
滅
シ
得
ル
者
ア
リ
則
國
民
タ
ル
ノ
権
利
叉
ハ



政
灌
ヲ
供
有
シ
叉
ハ
政
椹
ヲ
失
フ
事
此
レ
ナ
リ

其
他
ノ
身
上
ハ
生
存
ヲ
得
ル
後
チ
模
檬
二
從
ヒ
生
存
ト
共
二
多
少
ノ
時
間
縷

綾
シ
叉
ハ
消
滅
シ
得
ル
者
ア
リ
即
婚
姻
養
子
政
灌
ヲ
供
有
シ
叉
ハ
執
行
シ
得

ル
者
此
レ
ナ
リ
（
私
㎜
罹
）

人
間
ハ
其
死
去
ヲ
以
テ
身
上
謹
書
ノ
結
末
ト
ナ
ス
故
二
死
去
ハ
身
上
簿
珊
ノ

末
葉
二
登
記
ス
ヘ
シ

然
レ
ト
モ
死
去
ヲ
以
テ
一
個
人
ノ
身
上
讃
書
ヲ
製
損
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
シ

此
レ
ニ
反
シ
死
去
ヲ
以
テ
身
上
謹
書
ヲ
殿
損
ス
ル
ト
キ
ニ
ハ
肚
會
叉
ハ
死
者

ノ
親
族
二
響
暴
覧
蘇
豹
他
死
者
ノ
生
存
中
ニ
ナ
シ
タ
ル
棄
ノ
多
寡

ヲ
知
ル
ニ
付
テ
ノ
理
由
ヲ
失
フ
ニ
至
ル
ヘ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
該
事
業
ハ
死
者
ノ

後
チ
ニ
至
リ
其
家
族
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
子
孫
後
世
二
迄
テ
此
レ
ヲ
傳
フ
ル
ヲ
得
サ

ル
故
ナ
リ

身
上
謹
書
ノ
事
二
管
シ
立
法
者
ノ
責
任
ヲ
分
テ
左
ノ
ニ
則
ト
ス

　
第
一
則
　
立
法
者
ハ
審
査
ヲ
ナ
シ
其
分
限
ヲ
得
ル
ト
叉
ハ
其
分
限
ヲ
失
フ

　
　
　
　
事
二
就
キ
別
段
ノ
規
則
ヲ
制
定
ス
ヘ
シ

　
第
二
則
　
立
法
者
該
分
限
二
附
與
シ
叉
ハ
失
ハ
シ
ム
ル
事
柄
二
就
キ
確
實

　
　
　
　
且
嚴
重
ナ
ル
謹
族
ノ
規
則
ヲ
設
立
ス
ヘ
シ

該
二
則
ノ
主
義
ハ
第
一
ノ
主
眼
ニ
シ
テ
民
法
二
据
リ
人
罐
ヲ
設
立
ス
其
他
ノ

主
義
ハ
最
狭
ク
一
個
人
ノ
身
上
ノ
謹
擦
印
身
上
謹
書
ヲ
設
立
ス
ル
ニ
ア
リ

該
法
律
按
二
於
テ
ハ
人
灌
ノ
本
義
ヲ
説
述
セ
ス
シ
テ
唯
身
上
謹
書
ヲ
附
與
ス

　
　
　
新
た
な
る
身
上
誰
書
法
律
案

ル
ニ
就
キ
手
績
ノ
ミ
ヲ
誘
明
ス

然
レ
ト
モ
該
手
績
ノ
規
則
ハ
少
ナ
ク
モ
元
則
ト
假
定
シ
得
ル
者
二
就
テ
ノ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

読
明
ス
ヘ
シ
但
シ
該
元
則
□
本
義
ノ
規
則
ノ
根
据
セ
ル
者
ナ
リ
左
二
此
レ
ヲ

説
明
ス
ヘ
シ

渚
出
産
ト
死
去
ト
ニ
就
テ
ハ
立
法
者
謹
書
ヲ
作
リ
此
レ
ヲ
簿
粉
二
登
記
セ
シ

ム
ル
ノ
令
ヲ
布
ク
ヘ
シ
叉
男
女
ト
年
齢
ト
ニ
就
テ
各
種
ノ
法
律
ヲ
設
ケ
此
レ

ヲ
』
遵
守
セ
シ
ム
ヘ
シ

然
レ
ト
モ
男
女
年
齢
等
二
於
テ
民
法
ヲ
規
定
シ
得
ル
ニ
付
テ
ノ
困
難
ハ
若
干

ア
リ
ト
錐
モ
此
レ
カ
爲
メ
ニ
身
上
謹
書
ヲ
編
纂
ス
ル
コ
ト
ハ
素
ヨ
リ
動
カ
ス

ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
國
人
民
ノ
肚
會
二
於
テ
立
法
者
ハ
出
壼
ノ
時
二
得
タ
ル
日
本
人
民
タ
ル
ノ

灌
利
ハ
特
別
二
規
定
シ
得
タ
ル
理
由
ニ
ヨ
リ
其
権
利
ヲ
消
滅
セ
シ
メ
得
是
レ

ニ
反
シ
外
國
人
ト
錐
モ
日
本
國
民
タ
ル
ノ
灌
利
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
恐
ラ
ク
ハ
認

可
シ
得
ヘ
シ

現
今
日
本
國
民
ノ
権
利
ヲ
供
有
シ
叉
ハ
其
灌
利
ヲ
失
フ
ニ
付
キ
將
來
ノ
法
則

ヲ
説
明
シ
得
ル
ハ
不
要
二
馬
ス
レ
ト
モ
然
レ
ト
モ
身
上
謹
書
ヲ
設
ク
ル
ノ
大

攣
革
二
付
キ
其
方
法
ノ
如
何
ヲ
論
研
シ
得
ル
ハ
必
要
ナ
ル
事
ト
ス
ヘ
シ

叉
政
権
ヲ
得
ル
ト
叉
ハ
失
フ
ト
叉
ハ
政
権
ヲ
供
有
シ
叉
ハ
政
権
ヲ
執
行
シ
碍

ル
ノ
事
柄
二
付
テ
モ
復
其
理
二
於
テ
前
章
二
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ス

立
法
者
ノ
責
任
ノ
重
大
ナ
ル
ト
椹
利
ノ
本
義
ノ
手
績
二
關
係
ス
ル
ト
ハ
殊
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
八
九
九
）



　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

親
族
ヲ
組
織
ス
ル
ニ
當
リ
然
リ
ト
ス
左
二
此
レ
ヲ
陳
述
ス
ヘ
シ

借
男
女
ノ
私
二
配
偶
ス
ル
ヲ
禁
止
ス
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
嫡
出
ノ
子
ハ
私
生
ノ

子
ヨ
リ
相
綾
財
産
ノ
多
少
ヲ
所
有
シ
且
嫡
出
ノ
子
ト
私
生
ノ
子
ト
ニ
付
キ
各

悔
廉
畢
ル
馨
ヲ
設
ク
ル
事
二
付
キ
多
少
ノ
注
立
野
要
ヘ
シ

婚
姻
法
ヲ
斯
ノ
如
ク
改
正
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
立
法
者
二
封
シ
將
來
最
大
ナ
ル
注

音
心
ヲ
幽
異
望
ス
ヘ
シ

婚
姻
改
正
法
ヲ
以
テ
一
個
ノ
法
律
ト
定
ム
ル
事
ヲ
必
要
ト
ス
此
レ
輿
論
拉
一

般
ノ
慣
習
ヲ
改
正
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ト
ナ
ル
ヘ
キ
コ
ト
疑
ヲ
容
ル
・
庭
ナ
シ

ト
ス

離
婚
ノ
制
度
モ
必
ス
設
ケ
サ
ル
ヲ
得
ス
佛
國
二
於
テ
ハ
革
命
ノ
時
二
営
リ
其

法
度
ヲ
創
定
シ
佛
國
民
法
二
詳
誘
セ
リ

離
婚
二
付
テ
ハ
那
翁
一
世
其
婦
ノ
子
ヲ
學
ケ
サ
ル
ヨ
リ
離
婚
セ
シ
コ
ト
ヲ
喚

記
セ
リ
然
レ
ト
モ
此
レ
カ
爲
メ
ニ
帝
力
塵
止
セ
シ
加
督
教
ノ
曾
侶
二
影
響
ヲ

來
ス
コ
ト
ナ
ク
奮
帝
國
ノ
敗
滅
ノ
後
チ
則
チ
千
八
百
十
六
年
ニ
ア
リ
ト
ス

其
他
離
婚
ハ
加
督
教
ヲ
奉
ス
ル
獄
洲
各
國
及
白
耳
義
國
二
於
テ
其
法
倫
ホ
存

セ
リ
故
二
日
本
國
二
於
テ
ノ
ミ
其
方
法
ヲ
屡
止
ス
ヘ
キ
ノ
理
由
ヲ
看
出
シ
得

ス離
婚
ヲ
ナ
シ
得
ヘ
シ
ト
錐
モ
不
當
ノ
離
婚
ヲ
豫
メ
防
ク
爲
メ
ニ
法
律
ヲ
以
テ

離
婚
ス
ヘ
キ
ノ
理
由
ヲ
規
定
ス
ヘ
シ
此
レ
幼
者
ヲ
保
護
シ
其
養
育
ノ
便
宜
ヲ

得
ル
爲
メ
ニ
制
度
ヲ
立
ッ
ル
ヲ
必
要
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
九
〇
〇
）

不
規
則
ノ
婚
姻
法
二
付
キ
論
辮
ス
ヘ
キ
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ス
左
二
陳
述
ス
ヘ
シ

不
規
則
ノ
婚
姻
法
ヲ
以
テ
正
當
ノ
婚
姻
法
二
比
較
セ
ハ
甲
種
ヲ
以
テ
稽
劣
レ

リ
ト
ス
然
レ
ト
モ
甲
種
ヲ
以
テ
人
倫
ノ
順
序
ヲ
棄
飢
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
ス
叉
該

一
種
ノ
婚
姻
法
ヲ
公
認
シ
得
ル
ハ
燭
リ
日
本
國
ヲ
以
テ
最
古
ノ
モ
ノ
ト
セ
ス

左
二
就
テ
見
ル
ヘ
シ
羅
馬
國
二
於
テ
正
當
ノ
婚
姻
法
ト
不
規
則
ノ
婚
姻
法
ト

ヲ
公
認
セ
リ

然
レ
ト
モ
羅
馬
國
ノ
法
律
ハ
既
二
加
督
教
ノ
設
立
前
ニ
ア
ル
ト
錐
モ
日
本
國

ノ
法
律
ト
比
較
セ
ハ
最
モ
嚴
重
ナ
リ
ト
ス
故
二
正
當
ノ
婦
ヲ
有
ス
ル
夫
ハ
妾

ヲ
養
ヲ
得
ス
況
テ
ニ
妾
ヲ
養
ヲ
許
サ
ス
且
不
規
則
ノ
配
偶
ハ
其
身
分
同
等
ナ

ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
公
然
ト
婚
姻
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス
ヲ
許
サ
ス

日
本
二
於
テ
モ
正
當
ノ
婦
ヲ
有
シ
同
時
二
妾
ヲ
養
ハ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
多
年
間

結
婚
ノ
後
チ
纒
子
ヲ
得
サ
ル
者
二
限
リ
此
レ
ヲ
認
可
シ
得
ル
ノ
制
限
ヲ
設
ク

ヘ
シ
（
但
シ
行
政
上
ノ
利
盆
二
封
ス
ル
モ
ノ
ハ
例
外
ノ
モ
ノ
ト
ス
）

凡
テ
正
當
ノ
婦
ヲ
有
シ
庶
出
ノ
子
ヲ
以
テ
姦
通
ノ
子
ト
認
定
シ
得
サ
ル
ハ
人

身
自
由
二
封
シ
保
護
ス
ル
法
律
ト
云
ヲ
得
ヘ
シ

外
國
人
ハ
其
固
有
ノ
法
律
ト
其
固
有
ノ
宗
教
ト
ニ
ョ
リ
妾
ヲ
以
テ
暴
害
ト
認

メ
此
レ
ヲ
排
斥
シ
叉
妾
ヲ
有
ス
ル
ノ
慣
習
ハ
法
律
ノ
一
部
ヲ
以
テ
塵
絶
シ
得

サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
其
自
己
ノ
主
義
二
背
馳
シ
得
コ
ト
此
レ
外
國
人
ノ
妾
ヲ
有

ス
ル
事
二
就
テ
ハ
常
二
謹
愼
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
故
ナ
リ

該
慣
習
二
付
キ
余
ハ
日
本
二
關
係
シ
一
種
ノ
論
説
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ス



該
慣
習
二
就
キ
余
ハ
構
讃
ス
ル
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
該
慣
習
法
ノ
現
今
塵
止
ス

ヘ
キ
事
ト
假
定
シ
得
ル
ノ
義
務
ア
リ
ト
復
タ
信
用
セ
ス
灘
ヲ
易
ユ
レ
ハ
自
國

二
不
利
ナ
リ
ト
世
論
二
於
テ
認
メ
得
ル
ト
キ
ニ
ハ
自
然
二
滑
滅
二
露
ス
ル
ニ

至
ル
ヘ
シ

親
族
ヲ
組
立
ツ
ル
事
柄
二
就
キ
元
來
所
有
権
叉
ハ
契
約
叉
ハ
義
務
ノ
事
柄
ノ

如
ク
特
別
ノ
元
則
ア
ル
者
二
非
ス
其
慣
習
及
風
俗
二
至
リ
テ
ハ
性
法
二
据
ル

ニ
非
サ
レ
ハ
此
レ
ヲ
詳
読
ス
ル
ヲ
得
ス

其
他
目
本
二
於
テ
特
更
二
親
族
ヲ
シ
テ
稻
消
滅
セ
シ
ム
ル
者
ア
リ
此
レ
則
チ

養
子
法
ナ
リ
元
來
其
方
法
ハ
人
工
ヲ
以
テ
其
目
的
ヲ
達
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ナ
ス

ト
錐
モ
實
際
其
名
ノ
ミ
保
存
シ
其
血
統
二
至
リ
テ
ハ
保
存
ス
ル
ヲ
得
ス

妾
ヲ
有
ス
ル
ノ
目
的
モ
養
子
法
ト
同
一
ナ
リ
ト
ス
然
レ
ト
モ
此
レ
ヲ
以
テ
養

子
法
二
比
較
セ
ハ
最
モ
定
理
二
適
フ
者
ト
ス
ヘ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
元
來
正
當
ノ

婦
ヲ
有
セ
サ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
庶
出
ノ
子
ヲ
以
テ
縫
子
ト
ナ
ス
ヲ
得
サ
ル
故

ナ
リ

故
ニ
モ
シ
妾
ヲ
有
ス
ル
ハ
素
ト
此
ノ
目
的
ニ
ノ
、
・
・
ア
リ
ト
セ
ハ
妾
ヲ
有
ス
ル

ニ
就
キ
適
宜
ノ
制
限
ヲ
設
ケ
サ
ル
ヲ
得
ス
モ
シ
妾
ヲ
有
ス
ル
ニ
付
キ
法
律
ヲ

以
テ
麦
配
シ
現
二
例
外
法
ト
看
倣
ス
ト
キ
ニ
ハ
妾
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
風
俗
ノ

頽
敗
ヲ
致
ス
ニ
至
ラ
サ
ル
ヘ
シ

故
二
前
章
二
於
テ
妾
ヲ
有
ス
ル
ニ
付
キ
既
二
假
定
セ
ル
制
限
二
倫
其
他
ノ
制

限
ヲ
増
加
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
辮
ヲ
島
ユ
レ
ハ
既
二
正
當
ノ
婦
ヲ
有
シ
更
二
妾
ヲ

　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

有
セ
ン
ト
セ
ハ
家
族
ヲ
シ
テ
其
義
務
ヲ
増
加
セ
シ
ム
故
二
其
家
族
ノ
維
持
二

封
シ
充
分
確
實
ナ
ル
方
法
ヲ
徴
シ
得
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
此
レ
ヲ
養
フ
コ
ト
ヲ

得
サ
ル
ヘ
シ

佛
國
二
於
テ
子
タ
ル
事
二
管
シ
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ン
ト
セ
ハ
必
ラ
ス

誰
書
ヲ
作
ル
ヘ
シ
此
レ
ヲ
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム
ル
讃
書
ト
云
フ

佛
國
二
於
テ
該
謹
書
ハ
不
規
則
ナ
ル
婚
姻
ニ
ョ
リ
産
出
セ
ル
子
ヲ
己
レ
子
ト

定
ム
ル
爲
メ
ニ
設
ク

日
本
二
於
テ
ハ
該
謹
書
ヲ
作
ク
ル
ヲ
要
セ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
妾
二
設
グ
ル
子
ト

錐
ト
モ
其
子
ハ
法
律
上
二
於
テ
確
認
セ
ル
父
ヲ
有
ス
ル
故
ナ
リ

然
レ
ト
モ
父
タ
ル
事
二
管
シ
テ
抱
疑
ナ
キ
コ
ト
ア
ラ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
妾
ト
婚

姻
ス
ル
時
ト
其
受
胎
ノ
時
ト
正
シ
ク
適
令
ス
ル
ヤ
否
ヤ
且
其
子
ハ
父
ノ
妾
ヲ

養
フ
如
ク
規
則
正
シ
ク
婦
ヲ
嬰
ラ
ス
シ
テ
設
ケ
タ
ル
カ
故
ナ
リ

故
二
後
チ
ニ
読
ク
如
ク
身
上
誰
書
印
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム
ル
謹
書
ヲ

公
認
シ
得
ル
コ
ト
ヲ
了
知
ス
ヘ
シ

政
灌
ノ
能
力
ハ
一
個
人
ノ
分
限
二
管
シ
テ
從
麗
セ
ル
者
ナ
リ
左
二
雌
レ
ヲ
陳

述
ス
ヘ
シ

該
能
力
ハ
幼
者
二
於
テ
成
立
ッ
コ
ト
ナ
ク
壮
年
者
二
至
リ
初
メ
テ
生
ス
ル
故

二
最
物
二
不
能
力
者
次
二
能
力
者
タ
ル
ノ
謹
書
ヲ
別
段
二
設
ク
ル
ニ
及
ハ
ス

其
政
椹
二
管
シ
一
個
人
ノ
分
限
ノ
如
何
ヲ
定
ム
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
唯
出
壼
謹
書

ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
九
〇
一
）



　
　
　
新
た
な
る
身
上
誼
書
法
律
案

然
レ
ト
モ
肚
年
者
ハ
裁
判
上
治
産
ノ
禁
叉
ハ
癒
癩
叉
ハ
重
罪
ノ
申
渡
ニ
ヨ
リ

政
灌
叉
ハ
私
灌
ノ
執
行
叉
ハ
享
有
ヲ
剥
奪
セ
ラ
ル
・
場
合
ア
リ
但
重
罪
ノ
申

渡
ニ
ヨ
リ
政
権
叉
ハ
私
槽
ノ
執
行
ヲ
禁
示
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

一
個
人
ノ
分
限
二
於
テ
斯
ノ
如
キ
攣
更
ア
ル
事
ノ
必
要
ナ
ル
ハ
素
ト
抱
疑
ス

ル
庭
ナ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
治
麓
ノ
禁
叉
ハ
癒
癩
者
ト
契
約
セ
ル
者
ハ
其
契
約
ノ

”
効
ナ
キ
ヲ
以
テ
損
害
ヲ
償
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス

然
レ
ト
モ
身
上
ノ
攣
更
二
管
シ
重
罪
ノ
申
渡
ハ
差
辱
ノ
性
質
ヲ
有
シ
瘍
癩
者

ノ
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
親
族
二
封
シ
困
難
ナ
ル
性
質
ノ
モ
ノ
ト
ス
故
二
各
種

ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
其
憂
更
ヲ
消
滅
ス
ル
ヲ
以
テ
得
ル
事
ト
認
ム
ヘ
シ
此
レ
其
攣

更
ヲ
身
上
謹
書
二
記
シ
消
滅
セ
シ
メ
サ
ル
カ
如
キ
方
法
ハ
此
レ
ラ
忌
揮
ス
ヘ

シ佛
國
二
於
テ
ハ
癌
癩
ノ
爲
メ
ニ
治
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
書
謹
人
ノ
役
所

二
其
旨
ヲ
掲
示
シ
重
罪
ノ
申
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
指
定
メ
タ
ル
揚
示
場
二
公

告
ス
該
公
告
ハ
關
係
人
二
利
盆
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
浦
足
シ
其
不
用
二
麗

ス
ル
ト
キ
ハ
此
レ
ラ
慶
止
ス
ヘ
シ

該
事
二
關
係
シ
日
本
二
於
テ
モ
佛
國
ト
同
一
ノ
制
度
ヲ
設
ク
ヘ
シ

一
個
人
ノ
失
踪
辮
ヲ
易
ユ
レ
ハ
其
所
在
ノ
不
明
ニ
シ
テ
消
息
ヲ
得
サ
ル
有
様

ヲ
以
テ
分
限
ノ
攣
更
ト
認
メ
得
例
ヘ
ハ
海
軍
叉
ハ
戦
地
ニ
ア
ル
兵
士
叉
ハ
遠

隔
ノ
地
二
旅
行
セ
ル
商
み
ノ
多
少
年
間
消
息
ヲ
得
サ
ル
カ
如
シ

佛
國
二
於
テ
ハ
五
年
間
消
息
ヲ
得
サ
ル
者
ハ
裁
到
所
二
失
踪
ノ
訟
ヲ
ナ
シ
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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人
吟
味
ヲ
ナ
シ
且
公
告
ノ
申
渡
ヲ
受
ク
ヘ
シ

但
シ
失
踪
者
ノ
遺
物
相
績
ハ
假
リ
ニ
此
レ
ヲ
開
ク
ヘ
シ

出
董
ノ
時
一
二
個
人
タ
ル
ノ
分
限
ヲ
得
ル
種
々
ノ
有
様
ト
後
チ
ニ
其
分
限
二

攣
更
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
事
實
ヲ
左
二
約
言
ス
ヘ
シ

該
有
様
ト
事
實
ト
ハ
如
何
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
庭
分
シ
得
ル
ヤ
左
ノ
順
序
二
從

ヒ
此
レ
ヲ
陳
述
ス
ヘ
シ

第
一
二
一
個
人
ノ
分
限
二
就
キ
別
段
ノ
讃
書
（
出
産
謹
書
）
ヲ
作
ク
ル
ヘ
キ

事
第
ニ
ニ
出
産
謹
書
ノ
端
叉
ハ
績
キ
ニ
記
入
ス
ル
ヲ
以
テ
滞
足
シ
得
ル
事
第

三
二
親
族
二
封
シ
無
盆
ノ
困
難
叉
ハ
蓋
班
ヲ
與
ヘ
サ
ル
爲
メ
ニ
他
ノ
方
法
ヲ

以
テ
謹
明
シ
得
ヘ
キ
事

第
一
條
出
産
ノ
事

　
出
産
ハ
一
個
人
ノ
分
限
ノ
始
リ
ニ
シ
テ
其
民
籍
二
入
ル
ニ
就
テ
ハ
貴
重
且
精

　
密
ニ
シ
テ
保
存
ス
ヘ
キ
手
績
ヲ
謹
明
シ
得
ル
コ
ト
ハ
一
個
人
ノ
利
盆
タ
ル
而

　
已
ナ
ラ
ス
杜
會
二
封
シ
利
盆
ア
リ
ト
ス

　
故
二
出
産
謹
書
ト
構
ス
ル
別
段
ノ
謹
書
ヲ
設
ク
ヘ
シ

　
但
シ
該
謹
書
ニ
ハ
出
産
ノ
事
柄
ノ
ミ
ヲ
指
示
ス
ヘ
シ

　
該
謹
書
二
記
ス
ヘ
キ
要
件
ハ
左
ノ
如
シ

　
　
第
一
章
　
日
付
罐
ヲ
易
ユ
レ
ハ
出
産
ノ
場
所
年
月
日
時

　
　
第
二
章
子
ノ
子
タ
ル
事
鮮
ヲ
易
ユ
レ
ハ
其
母
ノ
正
當
ノ
婦
叉
ハ
妾
ナ
ル



　
　
　
　
　
力
及
ヒ
其
父
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
　
第
三
章
國
民
タ
ル
事
贈
ヲ
易
ユ
レ
ハ
父
ノ
國
民
タ
ル
事
叉
ハ
其
母
ノ
認

　
　
　
　
　
メ
タ
ル
父
ナ
キ
旨
ヲ
指
明
ス
ヘ
シ

　
　
第
四
章
　
男
女
　
厭
洲
ノ
馨
術
年
報
二
男
女
爾
性
ヲ
具
ス
ル
嬰
見
ノ
事
ヲ

　
　
　
　
　
載
ス
ル
ア
リ
其
場
合
二
於
テ
ハ
該
嬰
見
ノ
男
叉
ハ
女
二
多
ク
婁
ス

　
　
　
　
　
ル
庭
二
從
ヒ
此
レ
ヲ
定
メ
其
申
立
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

第
二
條
　
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム
ル
謹
書

　
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム
ル
謹
書
ト
ハ
出
毒
讃
書
二
記
載
セ
ス
父
叉
ハ
母

　
ヨ
リ
婚
姻
ノ
式
ヲ
行
フ
後
チ
其
子
ノ
夫
婦
ノ
間
二
設
ケ
タ
ル
旨
ヲ
申
立
ッ
ル

　
謹
書
ヲ
云
フ

　
該
謹
書
ハ
既
二
記
セ
ル
出
壼
謹
書
二
管
係
ス
ル
者
ニ
シ
テ
此
レ
ヲ
補
充
ス
ル

　
ノ
目
的
ニ
ア
リ
詳
シ
ク
云
ヘ
ハ
第
一
二
子
タ
ル
事
ヲ
確
定
シ
第
ニ
ニ
其
子
ノ

　
國
民
タ
ル
事
ヲ
定
ム
ル
ニ
ア
リ

　
其
他
該
詮
書
ハ
出
産
謹
書
ノ
績
二
抜
書
ヲ
以
テ
必
ラ
ス
記
入
ス
ヘ
シ

第
三
條
　
養
子
ノ
事

　
養
子
ノ
事
二
就
キ
將
來
法
律
二
定
ム
ヘ
キ
要
件
ト
其
制
限
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス

　
別
段
二
養
子
謹
書
ヲ
作
ク
ル
ヘ
シ

　
養
子
ハ
一
個
ノ
幼
者
ヲ
以
テ
更
二
子
タ
ル
事
ト
ナ
ス
ヲ
認
ム
ル
ニ
ァ
リ

　
該
幼
者
ハ
其
實
家
ノ
親
族
ト
法
律
上
ノ
關
係
ヲ
塵
絶
シ
得
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
叉
ハ

　
私
生
ノ
父
ノ
姓
名
ヲ
分
離
シ
得
ヘ
ク
ヤ
否
ヤ
叉
ハ
佛
國
又
ハ
羅
馬
ノ
如
ク
養

　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
誕
書
法
律
案

　
親
ノ
姓
ノ
ミ
ヲ
構
シ
得
ヘ
ク
ヤ
否
ヤ
此
等
ハ
民
法
二
規
定
ス
ヘ
シ

　
養
子
謹
書
ハ
出
産
讃
書
ノ
績
二
記
ス
ヘ
シ

　
若
シ
其
後
チ
破
縁
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ
其
旨
ヲ
ニ
通
ノ
別
段
ノ
謹
書
二
記
ス
ル

　
コ
ト
左
ノ
如
シ

　
　
第
一
　
養
子
謹
書
ノ
績

　
　
第
二
　
出
産
謹
書
ノ
績

第
四
條
　
正
當
ノ
婚
姻
井
不
規
則
ノ
婚
姻
ノ
事

　
婚
姻
ハ
親
族
ノ
本
源
ナ
ル
ヲ
以
テ
分
限
二
就
キ
別
段
ノ
謹
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ
何

　
ト
ナ
レ
ハ
婚
姻
ハ
夫
婦
殊
二
婦
二
封
シ
其
以
前
ノ
分
限
ヲ
攣
更
セ
シ
ム
ル
故

　
二
出
産
謹
書
二
其
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
不
規
則
ノ
婚
姻
ト
錐
ト
モ
正
當
ノ
婚
姻
ノ
如
ク
公
正
ノ
讃
書
ヲ
以
テ
互
二
契

　
約
ス
ル
ヲ
以
テ
優
レ
リ
ト
ス
此
レ
婚
姻
二
就
テ
ノ
要
件
ヲ
注
意
セ
ル
ヤ
否
ヤ

　
ヲ
調
査
シ
且
其
婚
姻
二
就
テ
法
律
上
ノ
効
力
ヲ
保
謹
ス
ル
ニ
ア
リ

　
不
規
則
ノ
婚
姻
讃
書
モ
復
タ
出
産
謹
書
ノ
績
二
記
入
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
五
條
離
婚
ノ
事

　
離
婚
ハ
正
営
叉
ハ
不
規
則
ノ
婚
姻
ヲ
問
ハ
ス
夫
婦
叉
ハ
一
方
ノ
者
ノ
請
願
ニ

　
ヨ
リ
正
當
二
離
婚
ス
ヘ
キ
ノ
灌
理
ヲ
有
セ
ハ
其
旨
ヲ
身
上
謹
書
二
記
ス
ヘ
シ

　
若
シ
離
婚
二
管
シ
裁
到
所
二
訟
へ
叉
ハ
其
到
決
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
裁
判
官
其

　
旨
ヲ
身
上
謹
書
二
記
入
ス
ヘ
シ

　
然
レ
ト
モ
夫
婦
ノ
情
願
ニ
ヨ
リ
離
婚
ス
ル
ト
叉
ハ
裁
到
所
ノ
到
決
ニ
ヨ
リ
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
九
〇
三
）



　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

　
婚
ノ
申
渡
ヲ
ナ
ス
ト
ヲ
問
ハ
ス
ニ
通
ノ
謹
書
二
其
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
　
第
一
　
正
當
ノ
婚
姻
謹
書
叉
ハ
不
規
則
ノ
婚
姻
謹
書
ノ
綾
二
離
婚
ノ
旨
ヲ

　
　
　
　
記
ス
ヘ
シ

　
　
第
二
　
夫
婦
ノ
出
産
謹
書
ノ
績
二
其
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
六
條
騰
化
ノ
事

　
日
本
國
民
タ
ル
ノ
槽
利
ヲ
公
認
セ
ラ
レ
シ
外
國
人
ハ
該
政
府
ヨ
リ
國
民
タ
ル

　
コ
ト
ヲ
新
タ
ニ
得
故
二
其
事
二
關
係
シ
別
段
身
上
謹
書
ヲ
記
ス
ル
ニ
及
ハ
ス

　
日
本
二
於
テ
出
産
謹
書
ヲ
記
ス
ル
ニ
至
ラ
ハ
外
國
人
ノ
出
産
謹
書
ノ
端
二
其

　
露
化
セ
ル
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
法
律
二
規
定
セ
ル
條
件
ニ
ヨ
リ
日
本
國
民
タ
ル
ノ
権
理
ヲ
失
フ
タ
ル
者
二
封

　
シ
其
分
限
ノ
攣
更
ハ
裁
判
上
叉
ハ
行
政
上
ノ
申
渡
ニ
ヨ
リ
其
権
利
ヲ
失
タ
ル

　
公
告
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
此
レ
ラ
出
産
謹
書
ノ
績
二
記
ス
ル
ニ
及
ハ
ス

第
七
條
政
権
ノ
享
有
ヲ
失
フ
事

　
政
権
ノ
享
有
ヲ
失
フ
（
國
民
タ
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
場
合
ト
自
ラ
異
リ
）
ハ
重

　
罪
ノ
申
渡
二
据
ル
ノ
ミ

　
然
レ
ト
モ
該
事
二
管
シ
別
段
二
謹
書
ヲ
記
ス
ニ
及
ハ
ス
此
レ
重
罪
二
就
キ
法

　
則
上
ノ
申
渡
ア
ル
故
ナ
リ

　
又
出
産
謹
書
昌
モ
其
旨
ヲ
記
ス
ル
ニ
及
ハ
ス
此
レ
本
人
叉
ハ
親
族
二
封
シ
差

　
班
ヲ
永
世
二
存
在
セ
シ
ム
ル
ノ
畏
ア
ル
故
ナ
リ

　
其
他
該
槽
利
ヲ
失
フ
ト
錐
ト
モ
更
二
此
レ
ヲ
同
復
シ
得
ヘ
シ

五
〇

（
九
〇
四
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第
八
條
政
槽
ノ
執
行
ヲ
失
フ
事

　
該
権
利
ノ
溜
滅
ハ
左
ノ
ニ
件
二
由
テ
生
ス
ル
者
ナ
リ

　
　
第
一
　
重
罪
ノ
申
渡
ヲ
得
タ
ル
者

　
　
第
二
　
疵
癩
二
由
リ
治
産
ノ
禁
ヲ
得
タ
ル
者

　
何
レ
ノ
場
合
二
係
ハ
ラ
ス
出
壼
謹
書
ノ
端
二
記
ス
ル
ニ
及
ハ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ

　
第
一
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
其
旨
義
既
二
記
ス
ル
カ
如
シ
第
ニ
ノ
場
合
二
於
テ
ハ

　
該
病
症
ハ
多
少
ノ
年
月
ヲ
経
過
セ
ハ
全
喩
シ
得
ヘ
シ

　
世
間
一
般
ノ
読
二
据
レ
ハ
疲
癒
病
ハ
遣
傳
ス
ル
ノ
性
質
ア
リ
ト
モ
シ
果
シ
テ

　
該
読
ノ
如
ク
ニ
ハ
治
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
シ
者
ハ
子
孫
二
至
ル
迄
テ
該
病
二
罹
ラ

　
サ
ル
ヲ
得
ス

第
九
條
失
踪
者
ノ
事

　
失
踪
者
ト
現
二
住
所
ニ
ア
ラ
サ
ル
者
ト
錯
雑
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
ハ
既
二
読
述

　
セ
リ
畢
寛
失
踪
者
ト
ハ
一
個
人
ノ
所
在
ノ
潰
滅
シ
不
明
了
ト
ナ
リ
謹
人
吟
味

　
ノ
後
チ
裁
到
所
二
此
旨
ヲ
訟
ヘ
ル
場
合
二
限
ル
ヘ
シ

　
但
シ
該
事
二
管
シ
テ
ハ
出
産
謹
書
二
記
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

　
其
後
二
至
リ
該
裁
判
所
二
申
立
テ
シ
事
ハ
死
去
謹
書
ト
看
倣
ト
錐
ト
モ
別
段

　
二
死
去
謹
書
ヲ
記
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
モ
シ
本
人
ノ
住
所
二
蹄
來
ス
ル
コ
ト
ァ
ラ

　
ハ
裁
判
所
ノ
申
渡
書
ト
出
壼
謹
書
ノ
端
二
其
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
十
條
死
去
ノ
事

　
既
二
説
明
ス
ル
如
ク
死
去
ハ
一
個
人
ノ
分
限
ノ
結
尾
ナ
リ
ト
ス
然
レ
ト
モ
死



去
ヲ
以
テ
其
纒
過
セ
シ
事
實
迄
損
害
ス
ヘ
カ
ラ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
死
去
謹
書
ハ

一
個
人
ノ
歴
史
タ
ル
ヲ
以
テ
讃
書
ノ
末
葉
二
記
ス
ル
故
ナ
リ

死
去
謹
書
ヲ
作
ク
ル
ニ
就
テ
ハ
死
生
ノ
事
實
場
所
及
日
付
ヲ
記
ス
ヘ
シ

然
レ
ト
モ
死
去
二
至
ル
ノ
理
由
殊
二
刑
事
ノ
爲
メ
ニ
死
シ
叉
ハ
自
殺
叉
ハ
果

シ
合
ヒ
叉
ハ
職
雫
叉
ハ
危
急
ヲ
救
ワ
ン
ト
シ
死
ヲ
致
セ
シ
事
柄
等
ハ
記
ス
ル

ニ
及
ハ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
モ
シ
榮
答
ノ
事
柄
ハ
凡
テ
此
レ
ヲ
記
シ
死
者
二
後
榮

ヲ
蹄
ス
ル
ト
キ
ハ
親
族
井
二
官
吏
ノ
権
ヲ
盛
ナ
ラ
シ
メ
且
恐
ラ
ク
ハ
死
者
モ

後
榮
ヲ
以
テ
満
足
セ
サ
ル
ヘ
シ

死
去
ハ
出
産
謹
書
ノ
績
二
此
レ
ヲ
記
ス
ヘ
シ

右
二
記
載
セ
シ
事
柄
ニ
ヨ
リ
該
草
按
中
出
産
謹
書
ハ
日
本
人
民
二
封
シ
眞
正

ノ
民
籍
謹
書
タ
ル
事
ヲ
左
二
了
解
ス
ヘ
シ

一
個
人
ノ
現
今
ノ
分
限
叉
ハ
以
前
ノ
分
限
ノ
如
何
ヲ
直
チ
ニ
知
ラ
ン
ト
セ
ハ

出
壼
謹
書
ニ
ヨ
リ
其
場
所
年
月
ヲ
認
ム
ヘ
シ
且
該
謹
書
ニ
ヨ
リ
他
ノ
謹
書
ヲ

看
シ
得
ル
ヲ
以
テ
其
分
限
二
就
キ
或
ル
謹
書
モ
復
タ
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

何
ト
ナ
レ
ハ
一
個
人
ノ
分
限
二
就
キ
別
段
ノ
謹
書
ハ
皆
出
産
謹
書
二
記
ス
ル

ヲ
必
要
ト
シ
且
謹
書
二
管
係
ア
ル
者
ハ
出
産
謹
書
ヲ
以
テ
訟
ヲ
ナ
ス
而
已
ナ

ラ
ス
此
レ
ヲ
確
ム
ル
ヲ
必
要
ト
ス
ル
故
ナ
リ

一
個
人
ノ
住
居
ハ
分
限
ノ
元
質
ト
シ
テ
此
レ
ヲ
記
ス
ル
ニ
及
ハ
ス
實
際
佳
所

ハ
政
灌
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
就
キ
影
響
ヲ
來
ス
コ
ト
ナ
シ
モ
シ
影
響
ヲ
來
ス
モ
甚

タ
少
ナ
シ
ト
ス

　
　
　
新
た
な
る
身
上
護
書
法
律
案

該
権
利
ハ
一
個
人
佳
所
ヲ
定
ム
ル
場
所
二
於
テ
此
レ
ヲ
執
行
ス
ル
コ
ト
多
シ

然
レ
ト
モ
人
間
ハ
常
二
一
個
ノ
住
所
ヲ
有
ス
ト
シ
又
ハ
少
ナ
ク
モ
一
個
ノ
住

所
ヲ
有
シ
得
ル
ト
ヨ
シ
思
考
ス
ル
ニ
セ
ヨ
該
権
利
ハ
住
所
二
管
係
ス
ル
者
ト

云
フ
ヲ
得
ス

然
レ
ト
モ
政
権
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
當
リ
其
権
利
ヲ
實
行
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
若
干

年
例
ヘ
ハ
一
年
間
某
都
府
叉
ハ
某
郡
二
住
所
ヲ
定
ム
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
法
律

二
於
テ
其
執
行
ヲ
公
認
セ
サ
ル
コ
ト
疑
ナ
シ
然
レ
ト
モ
佳
所
ノ
攣
更
ヲ
以
テ

分
限
ノ
攣
事
ト
ナ
シ
叉
ハ
出
産
謹
書
ノ
攣
更
ト
ナ
ス
カ
如
キ
最
大
ノ
事
柄
ニ

ア
ラ
ス

佳
所
ノ
事
ヲ
管
ス
ル
法
律
二
就
テ
ハ
別
段
二
論
述
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

以
上
身
上
謹
書
ノ
事
實
二
就
キ
條
ヲ
追
ヒ
法
律
按
ノ
纏
則
ヲ
陳
述
セ
ル
モ
ノ

ナ
リ

條
章
ノ
匪
分

　
法
律
ヲ
編
纂
ス
ル
ニ
當
テ
記
事
ノ
方
法
ノ
最
大
要
務
ナ
ル
ハ
蓋
シ
他
ノ
事
業

　
ノ
比
二
非
ス
記
事
ノ
方
法
宜
キ
ヲ
得
テ
條
章
主
當
ノ
地
位
二
適
フ
ヲ
得
ハ
自

　
ラ
毎
條
立
法
者
ノ
思
想
ヲ
シ
テ
貫
徹
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
稀
レ
ニ
記
事
ノ
方
法
宜
キ
ヲ
得
ル
コ
ト
難
シ
コ
レ
欺
多
ノ
経
験
ノ
後
チ
ニ
非

　
サ
レ
ハ
完
全
ナ
ル
記
事
ノ
方
法
二
達
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
左
ノ
順
序
ヲ
假
定
シ
次
第
二
此
レ
ヲ
説
明
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
九
〇
五
）



　
　
　
新
た
な
る
身
上
誰
書
法
律
案

第
壼
條
　
身
上
謹
書
ヲ
設
ク
ル
ハ
何
レ
ノ
官
吏
二
負
澹
セ
シ
ム
ヘ
キ
ヤ

　
第
二
條
　
凡
テ
身
上
謹
書
ノ
一
般
ノ
手
績
ト
各
自
ノ
謹
書
二
就
キ
特
別
ノ

　
　
　
　
手
績
ト
ハ
如
何
ン

第
三
條
攣
更
ヲ
生
セ
シ
一
個
ノ
謹
書
ノ
績
キ
ニ
他
ノ
護
書
ヲ
記
入
シ
得

　
　
　
　
ル
ハ
如
何
ソ
叉
何
人
ノ
注
意
二
由
ル
ヘ
キ
ヤ

　
第
四
條
　
過
誤
叉
ハ
錯
薙
セ
ル
謹
書
ノ
改
正
ハ
如
何
ン

　
第
五
條
　
身
上
謹
書
ノ
保
存
ハ
如
何
ン

海
陸
軍
ニ
ア
ル
兵
士
ノ
身
上
謹
書
叉
ハ
航
海
叉
ハ
外
國
二
旋
行
セ
ル
間
二
設

ケ
タ
ル
身
上
謹
書
ハ
皆
附
録
二
陳
述
ス
ヘ
シ

凡
テ
右
二
掲
ク
ル
事
實
二
就
テ
ハ
前
以
テ
少
シ
ク
説
明
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
但
シ

該
読
明
ハ
下
二
陳
述
セ
ル
ケ
條
ノ
説
明
ト
ナ
ル
ヘ
キ
者
ナ
リ

　
第
萱
條
身
上
謹
書
ヲ
設
ク
ル
ハ
何
レ
ノ
官
吏
二
負
捲
セ
シ
ム
ヘ
キ
ヤ

身
上
謹
書
ハ
關
係
人
又
ハ
其
名
代
人
ノ
申
述
二
從
ヒ
官
吏
ノ
最
初
二
此
レ
ヲ

記
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
關
係
人
叉
ハ
名
代
人
ヨ
リ
詐
爲
叉
ハ
過
失

叉
ハ
不
明
了
ナ
ル
書
面
ヲ
邑
長
二
出
シ
其
儘
差
措
キ
此
レ
ヲ
以
テ
眞
誠
明
確

ナ
ル
謹
書
ト
認
ム
ル
ハ
最
モ
危
陰
ナ
ル
事
ト
ス
ル
故
ナ
リ

是
レ
ニ
反
シ
現
今
日
本
二
於
テ
公
認
セ
ル
慣
習
二
鍵
方
ノ
者
ノ
役
所
二
出
席

ス
ヘ
キ
ニ
一
方
ノ
者
ノ
ミ
ノ
出
席
ニ
ヨ
リ
其
身
分
ヲ
攣
更
シ
得
ル
事
ト
見
ユ

官
吏
ハ
必
ラ
ス
身
上
ノ
攣
更
二
干
興
ス
ヘ
キ
事
ヲ
公
認
シ
得
ル
ト
キ
ハ
襲
方

ノ
者
ト
日
二
交
際
ヲ
ナ
ス
者
ト
同
時
二
襲
方
ノ
者
ノ
一
層
交
際
ヲ
厚
フ
シ
且

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
九
〇
六
）

既
二
日
本
二
於
テ
身
上
謹
書
二
干
興
セ
ル
者
ト
ヲ
勢
ヒ
使
用
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ

シ此
レ
邑
長
叉
ハ
邑
叉
ハ
匠
ノ
官
吏
タ
ル
ヘ
シ
邑
長
ハ
武
名
乃
至
歎
名
ノ
助
補

委
員
ヲ
以
テ
其
職
務
ヲ
補
ハ
シ
ム
ヘ
シ

　
婚
姻
離
婚
養
子
ノ
（
第
二
條
ヲ
参
考
ス
ヘ
シ
）
三
大
問
題
二
就
キ
左
二
開

　
陳
ス
ヘ
シ

　
該
三
個
ノ
身
上
謹
書
二
就
キ
邑
長
ハ
他
人
ノ
記
セ
ル
謹
書
ヲ
簿
研
二
登
記

　
シ
得
ル
ト
又
ハ
邑
長
ノ
目
前
二
作
リ
タ
ル
謹
書
ヲ
自
己
二
於
テ
更
二
確
謹

　
シ
得
ル
ト
ヲ
定
決
ス
ル
ニ
ア
ル
ノ
ミ
左
二
詳
読
ス
ヘ
シ

　
佛
朗
斯
二
於
テ
ハ
婚
姻
ハ
邑
長
二
由
テ
ノ
ミ
確
定
シ
得
ヘ
カ
ラ
ス
詳
シ
ク

　
言
ヘ
ハ
邑
長
ハ
其
式
ヲ
行
フ
ニ
過
キ
ス
印
邑
長
ハ
夫
婦
ノ
承
諾
ス
ル
ヤ
否

　
ヤ
ヲ
問
ヒ
其
承
諾
セ
ル
旨
ヲ
得
且
婚
姻
ニ
ヨ
リ
夫
婦
ト
ナ
ル
ヘ
キ
ノ
申
渡

　
ヲ
ナ
シ
尋
テ
讃
書
ヲ
讃
ミ
聞
シ
タ
ル
後
チ
条
テ
用
意
セ
ル
謹
書
二
夫
婦
ノ

　
者
井
邑
長
モ
捺
印
ス
ヘ
シ

　
離
婚
ハ
佛
國
二
於
テ
ハ
ァ
ラ
ス
然
レ
ト
モ
離
婚
ス
ヘ
キ
場
合
叉
ハ
夫
婦
双

　
方
ノ
承
諾
一
ヨ
リ
離
婚
ヲ
要
ム
ル
ト
キ
ハ
離
婚
ス
ヘ
キ
要
件
ヲ
審
査
シ
得

　
ル
爲
メ
ニ
裁
判
所
ヲ
脛
由
シ
且
邑
長
ノ
目
前
二
夫
婦
ノ
者
其
旨
ヲ
申
立
ツ

　
ヘ
シ
但
シ
邑
長
ハ
離
婚
二
就
キ
別
段
謹
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
該
方
法
ヲ
日
本
二
適
施
セ
ハ
便
宜
タ
ル
ヘ
シ

　
當
時
へ
余
力
聞
ク
庭
二
据
ル
ニ
）
邑
長
ハ
婚
姻
ノ
式
又
ハ
離
婚
ノ
要
件
二



　
モ
管
係
セ
ス
唯
邑
長
ハ
夫
婦
ヨ
リ
ヘ
多
ク
ハ
夫
一
方
）
婚
姻
ヲ
契
約
セ
ル

　
旨
叉
ハ
承
諾
上
ニ
ヨ
リ
離
婚
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
記
セ
ル
書
面
ヲ
受
取
リ
且
其
事

　
由
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
此
書
面
ヲ
簿
冊
二
登
記
ス
ル
ニ
過
キ
ス

　
本
文
二
就
テ
ハ
邑
長
ノ
責
任
ヲ
シ
テ
重
且
大
ナ
ラ
ソ
事
ヲ
翼
望
ス

　
養
子
ノ
事
柄
二
就
テ
説
明
ヲ
下
ス
コ
ト
左
ノ
如
シ

　
佛
朗
斯
二
於
テ
ハ
養
子
ハ
裁
剣
所
並
擦
訟
院
ノ
認
可
ヲ
得
治
安
裁
判
所
ヲ

　
経
由
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
契
約
ス
ル
ヲ
得
ス
但
シ
養
子
ノ
事
二
管
シ
控
訟
院

　
ノ
裁
決
ハ
身
上
讃
書
二
登
記
ス
ヘ
シ

　
邑
長
ハ
養
子
ノ
事
二
管
シ
受
方
ノ
責
任
ア
ル
ノ
ミ
然
レ
ト
モ
裁
判
所
井
擦

　
訟
院
ノ
認
可
ヲ
得
治
安
裁
到
所
ヲ
纒
由
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

　
日
本
二
於
テ
ハ
邑
長
二
申
立
ッ
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
然
レ
ト
モ
養
子
ノ

　
規
則
ヲ
シ
テ
一
暦
嚴
重
ナ
ラ
シ
メ
後
チ
ニ
至
リ
取
消
ヲ
要
ム
ル
カ
如
キ
養

　
子
（
不
規
則
叉
ハ
法
則
二
適
ハ
ス
）
ノ
方
法
ヲ
遜
ケ
ン
ト
セ
ハ
裁
到
所
ヲ

　
経
由
ス
ル
ノ
便
宜
ナ
ル
ニ
如
カ
ス

　
第
二
條
身
上
讃
書
ヲ
記
ス
ル
方
法
ハ
如
何
ン

凡
テ
身
上
讃
書
二
管
ス
ル
一
般
普
通
ノ
規
則
ト
且
各
謹
書
二
封
シ
別
段
ノ
手

績
ヲ
設
ク
ル
ヲ
必
要
ト
ス
左
ノ
如
シ

一
般
普
通
ノ
規
則
ト
ハ
申
立
ヲ
ナ
ス
爲
メ
ニ
出
席
セ
ル
者
ヲ
明
記
シ
且
其
者

ハ
同
邑
叉
ハ
同
匿
二
居
佳
セ
ル
　
人
以
上
ノ
謹
人
ヲ
携
ユ
ル
ヲ
必
要
ト
ス

但
シ
謹
人
ハ
申
立
タ
ル
者
ノ
何
人
タ
ル
事
ト
其
申
立
ノ
事
實
ヲ
謹
明
セ
ル
者

　
　
　
新
た
な
る
身
上
護
書
法
律
案

ト
認
ム
ヘ
シ

該
身
上
讃
書
ニ
ハ
日
付
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
詳
シ
ク
云
ヘ
ハ
讃
書
ヲ
記
セ
ル
場
所
時

刻
出
席
セ
ル
者
謹
人
ヲ
記
ス
ヘ
シ

邑
長
ハ
謹
書
ヲ
讃
ミ
聞
シ
タ
ル
後
チ
本
人
謹
人
ノ
姓
名
ヲ
自
署
セ
シ
メ
且
捺

印
セ
シ
ム
ヘ
シ
（
第
五
條
ヲ
参
照
ス
ヘ
シ
）

或
謹
書
二
管
シ
特
別
ノ
手
績
ト
ハ
假
令
ハ
出
産
ノ
申
立
ニ
ハ
其
子
ヲ
官
吏
二

示
シ
官
吏
ハ
其
子
ノ
男
叉
ハ
女
タ
ル
事
ヲ
認
ム
ヘ
シ
モ
シ
嚴
冬
叉
ハ
其
子
ノ

軟
弱
ニ
シ
テ
役
所
二
出
ツ
ル
コ
ト
ノ
危
瞼
ナ
ル
ト
キ
ニ
ハ
官
吏
ハ
馨
士
ノ
委

托
セ
ル
親
族
ノ
所
在
二
至
ル
ヘ
シ

死
去
ノ
場
合
二
於
テ
邑
長
ハ
自
己
叉
ハ
警
師
ニ
ヨ
リ
死
去
ノ
事
實
ヲ
謹
明
ス

ヘ
シ

婚
姻
謹
書
ヲ
記
サ
ン
ト
セ
ハ
夫
婦
ノ
者
其
出
産
讃
書
ヲ
出
ス
ヘ
シ
離
婚
ノ
場

合
二
於
テ
モ
其
出
産
謹
書
ヲ
出
ス
ヘ
シ
養
子
井
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム

ル
場
合
二
於
テ
ハ
養
子
叉
ハ
我
力
子
ト
認
メ
タ
ル
子
ノ
出
産
謹
書
ヲ
出
ス
ヘ

シ失
踪
叉
ハ
死
去
ノ
場
合
二
於
テ
其
者
等
ノ
出
産
謹
書
ノ
ァ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其

者
等
二
管
係
セ
ル
謹
書
ヲ
記
ス
ル
ニ
差
支
ナ
カ
ル
ヘ
シ

　
第
三
條
墜
更
ヲ
生
セ
シ
一
個
ノ
讃
書
ノ
績
キ
ニ
他
ノ
讃
書
ヲ
記
入
シ
得

　
　
　
　
ル
ハ
如
何
ン
叉
何
人
ノ
注
意
二
由
ル
ヘ
キ
ヤ

該
法
律
按
二
於
テ
最
大
ナ
ル
制
度
ハ
出
壼
謹
書
ノ
績
キ
叉
ハ
攣
更
ヲ
生
セ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
九
〇
七
）



　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

他
ノ
謹
書
ノ
績
一
二
人
ノ
身
上
謹
書
一
切
ノ
事
ヲ
登
記
ス
ル
ニ
ア
リ
該
事
二

管
係
シ
テ
既
二
陳
述
ス
ト
錐
モ
更
二
左
二
誘
明
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

借
一
個
人
二
封
シ
官
吏
ノ
新
タ
ニ
記
セ
ル
讃
書
□
以
來
其
者
二
攣
更
ヲ
生
セ

シ
事
柄
ハ
該
謹
書
二
此
レ
ヲ
登
記
ス
ル
ニ
ア
リ

モ
シ
同
郡
二
於
テ
ニ
通
ノ
謹
書
ヲ
記
ス
ル
ハ
最
モ
容
易
ナ
リ
ト
ス
何
ト
ナ
レ

ハ
郡
ノ
書
庫
ニ
ア
ル
簿
冊
二
新
規
ノ
謹
書
ヲ
記
シ
其
讃
書
ノ
爲
ハ
他
ノ
簿
朋

ノ
主
任
ナ
ル
裁
判
所
叉
ハ
縣
聴
二
邊
致
ス
ヘ
シ

但
シ
該
謹
書
ノ
日
付
ハ
簿
冊
二
追
記
セ
ル
日
ヲ
記
ス
ヘ
シ

然
レ
ト
モ
同
郡
二
於
テ
ニ
通
ノ
謹
書
ヲ
記
セ
サ
ル
事
最
モ
多
シ
其
場
合
二
於

テ
乙
邑
長
ハ
新
タ
ニ
攣
更
ヲ
記
セ
ル
謹
書
ノ
爲
ヲ
以
テ
最
初
其
謹
書
ヲ
記
セ

ル
甲
邑
長
二
通
知
シ
甲
邑
長
ハ
其
簿
朋
二
登
記
セ
ル
旨
ヲ
爲
謹
書
ノ
下
部

（
日
本
二
於
テ
左
方
）
二
明
記
シ
他
ノ
簿
朋
ノ
主
任
ナ
ル
裁
到
所
叉
ハ
縣
塵

二
通
知
ス
ヘ
シ

裁
到
所
叉
ハ
縣
聴
ハ
乙
邑
長
ノ
責
任
ヲ
充
タ
シ
メ
ソ
ト
セ
ハ
其
簿
珊
二
新
規

ノ
謹
書
ヲ
記
入
シ
検
印
ヲ
ナ
シ
其
爲
謹
ヲ
乙
邑
長
二
返
却
ス
ヘ
シ

僻
遠
ノ
邑
長
ニ
ア
リ
テ
ハ
其
謹
書
ヲ
記
ス
ル
ニ
當
リ
其
責
任
ヲ
垂
サ
ン
ト
セ

ハ
錯
難
且
困
難
ナ
ル
ヘ
シ
且
何
レ
ノ
年
月
叉
ハ
何
レ
ノ
地
方
二
於
テ
謹
書
ヲ

紛
失
シ
一
個
人
ノ
身
上
謹
書
ノ
判
然
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
此
等
ノ
害
ヲ
防

カ
ン
ト
セ
ハ
凡
テ
出
産
謹
書
ヲ
一
個
ノ
地
方
二
集
合
セ
シ
ム
ヘ
シ

邑
長
ノ
身
上
謹
書
ノ
取
扱
ヲ
簡
便
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
セ
ハ
内
務
宰
相
身
上
謹
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
九
〇
八
）

ノ
雛
形
ヲ
上
梓
シ
姓
名
年
月
場
所
ハ
其
記
入
ス
ヘ
キ
行
ヲ
設
ケ
此
レ
ニ
盛
ル

ノ
便
宜
ナ
ル
方
法
ヲ
設
ク
ヘ
シ

邑
税
叉
ハ
地
方
税
ノ
少
許
ヲ
徴
牧
シ
身
上
謹
書
ノ
費
用
二
充
ツ
ル
モ
碍
ケ
ナ

カ
ル
ヘ
シ

　
第
四
條
　
身
上
謹
書
ノ
誤
謬
ヲ
改
正
ス
ル
ノ
方
法
如
何
ソ

身
上
謹
書
二
誤
謬
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
少
ナ
カ
ラ
ス
其
誤
謬
ヲ
分
ケ
ニ
種
ト
ス
則

チ
多
ク
ハ
知
ラ
ス
シ
テ
生
ス
ル
場
合
ア
リ
叉
ハ
詐
爲
ノ
申
立
ヨ
リ
知
リ
ッ
・

生
ス
ル
場
合
ア
リ
故
二
法
律
ヲ
設
ケ
此
レ
ヲ
改
正
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
左
ノ
如
シ

原
則
二
据
ル
ニ
邑
長
ハ
職
務
ヲ
以
テ
謹
書
二
一
旦
瞼
印
シ
邑
長
且
出
席
セ
ル

者
ト
共
二
記
ス
以
上
此
レ
ヲ
改
正
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
襲
方
ノ
者
ハ

其
讃
書
二
就
キ
左
右
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
カ
故
ナ
リ

邑
長
丼
双
方
ノ
者
ト
調
印
セ
ル
以
上
ハ
該
謹
書
ハ
肚
會
二
馬
シ
其
關
係
人
二

封
シ
テ
ハ
其
保
護
ト
効
力
ト
ヲ
生
ス
ル
故
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

然
レ
ト
モ
謹
書
二
過
誤
叉
ハ
ロ
難
ア
ル
ト
キ
ハ
一
個
人
ノ
権
利
ヲ
組
織
セ
ス

故
二
此
レ
ヲ
改
正
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
其
改
正
ノ
訟
ヲ
ナ
シ
得
ル
ハ
唯

其
謹
書
ヲ
記
セ
ル
地
方
裁
到
所
ニ
ア
ル
ノ
ミ
法
律
二
看
出
シ
庭
ノ
医
分
二
從

ヒ
關
係
人
叉
ハ
官
吏
ヲ
問
ハ
ス
謹
書
改
正
ノ
訟
ヲ
ナ
シ
得
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

該
訴
訟
ハ
原
被
ア
ラ
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
裁
到
所
二
訴
訟
ス
ル
ノ
手
績
ニ
ヨ

ル
ヘ
シ
此
レ
ニ
反
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
裁
到
所
二
尋
常
呼
出
状
ノ
手
績
ニ
ヨ

ル
ヘ
シ



裁
判
所
ノ
申
渡
ノ
元
則
二
据
ル
ニ
謹
書
改
正
ノ
事
二
管
シ
テ
ノ
判
決
ハ
其
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

二
關
係
ナ
キ
者
ヨ
リ
故
障
ヲ
述
フ
ル
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
關
係
人
ヨ
リ
改
良
□

訟
ヲ
ナ
シ
得
ル
ハ
素
ト
原
告
人
ノ
利
盆
タ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
衆
多
ノ
爲
メ
ニ

訟
フ
ル
者
ト
認
メ
例
外
法
ト
ナ
ス
故
ナ
リ

　
第
五
條
身
上
謹
書
ヲ
堅
固
二
保
存
セ
ン
ト
セ
ハ
法
律
ヲ
以
テ
本
書
二
通

　
　
　
　
ヲ
記
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス

火
災
ノ
猛
烈
ナ
ル
國
二
於
テ
ハ
該
手
績
ハ
其
他
ノ
國
ヨ
リ
最
要
ノ
モ
ノ
ト
ス

佛
朗
斯
二
於
テ
ハ
火
災
少
ナ
シ
ト
碓
ト
モ
其
手
績
ヲ
施
行
セ
リ
然
レ
ト
モ
千

八
百
七
十
一
年
「
コ
ム
ミ
ユ
ソ
ヌ
」
ノ
兵
飢
二
當
リ
兵
火
ノ
爲
メ
巴
里
府
ニ

ア
ル
ニ
通
ノ
簿
冊
ハ
其
災
ヲ
冤
ル
ヲ
得
ス
左
ノ
如
シ

各
厘
ノ
簿
冊
ハ
中
央
部
（
ホ
ラ
テ
ー
ル
、
ド
、
ヒ
ー
ル
）
ノ
縣
聴
二
集
合
シ

其
他
ノ
簿
冊
ハ
民
事
裁
判
所
二
牧
合
セ
シ
カ
縣
臨
丼
裁
判
所
共
二
該
兵
火
二

罹
リ
故
二
該
雫
翫
以
來
巴
里
府
人
民
ノ
身
上
謹
書
ハ
全
ク
消
滅
セ
リ

巴
里
府
二
於
テ
身
上
謹
書
ヲ
更
二
編
纂
ス
ル
ニ
當
リ
他
ノ
書
類
叉
ハ
各
自
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

受
取
リ
タ
ル
爲
書
叉
ハ
到
然
ナ
ル
申
立
等
□
以
テ
謹
書
ヲ
補
充
セ
リ
然
レ
ト

モ
該
最
大
ナ
ル
事
業
ハ
仕
途
ク
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
省
ホ
完
全
ナ
ル
者

ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ

日
本
二
於
テ
ハ
一
通
ノ
簿
珊
ハ
縣
聴
叉
ハ
裁
到
所
ノ
書
記
局
二
出
ス
ヲ
以
テ

必
要
ト
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
抱
疑
シ
得
フ

然
レ
ト
モ
該
事
業
ヲ
熟
考
ス
ル
ニ
當
リ
日
本
二
於
テ
モ
佛
國
ノ
如
ク
裁
判
所

　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

ノ
書
記
局
二
出
ス
ヲ
以
テ
便
宜
ト
ス
ヘ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
簿
珊
二
付
テ
ノ
法
律

ノ
責
任
ハ
行
政
官
吏
二
麗
ス
ル
ヨ
リ
裁
判
官
二
属
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス
ル
故
ナ

リ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

然
ラ
ハ
該
官
吏
ハ
裁
判
所
二
燭
ス
ル
政
府
ノ
名
代
人
（
検
事
）
ヲ
以
テ
ロ
當

ト
ス
ヘ
シ

検
事
ヲ
以
テ
身
上
謹
書
ノ
事
ヲ
負
捲
セ
シ
メ
ハ
其
事
二
就
キ
怠
ル
吏
員
ア
ル

ト
キ
ハ
其
贋
罪
ノ
申
渡
ヲ
ナ
シ
得
ル
ノ
灌
ア
ル
ヘ
シ
叉
槍
事
ノ
其
申
渡
ヲ
爲

シ
得
ル
ハ
素
ト
裁
判
所
二
麗
ス
ル
カ
故
ナ
リ

　
附
録
　
海
陸
軍
二
關
係
セ
ル
者
ノ
身
上
謹
書
及
外
國
二
航
海
叉
ハ
放
行
間

　
　
　
二
記
セ
ル
身
上
謹
書
ノ
事

凡
テ
海
陸
軍
ニ
ア
ル
者
ハ
一
時
嚴
重
ナ
ル
兵
螢
二
居
住
シ
且
一
種
ノ
法
律
ヲ

以
菱
配
シ
鼠
醇
諺
テ
例
外
法
ア
ル
コ
ト
、
了
蟹
ヘ
シ

商
船
其
他
ノ
船
二
一
時
二
乗
込
ミ
航
海
セ
ル
者
叉
ハ
外
國
二
居
住
セ
ル
者
等

ノ
身
上
謹
書
二
於
テ
モ
復
タ
ニ
三
ノ
例
外
法
ア
ル
事
ト
理
解
ス
ヘ
シ

場
合
ノ
異
ナ
ル
ニ
從
ヒ
特
別
ノ
ケ
條
ハ
法
律
二
於
テ
此
レ
ヲ
看
出
シ
得
ヘ
シ

故
二
其
條
ヲ
明
示
ス
ル
ハ
不
要
二
麗
ス
ル
ヲ
以
テ
贅
セ
ス

叉
其
法
律
ノ
如
キ
モ
復
タ
身
上
謹
書
ノ
事
柄
ヲ
確
定
ス
ル
ニ
當
リ
直
チ
ニ
必

要
ト
シ
追
加
ス
ヘ
キ
尋
常
ノ
規
則
ト
異
ナ
ル
故
二
蝕
二
贅
セ
ス

五
五

（
九
〇
九
）



　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

身
上
謹
書
法
律
按
　
千
八
百
八
＋
年
一
月
升
一
日

　
　
　
　
目
次

　
　
総
論

第
一
篇

第
二
篇

第
三
篇

第
四
篇

第
五
篇

第
六
篇

第
七
篇

第
八
篇

第
九
篇

身
上
謹
書
ノ
手
績

出
灌
謹
書

私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム
ル
事

養
子
謹
書

婚
姻
謹
書

死
去
謹
書

特
別
ノ
場
合
二
於
テ
身
上
謹
書
ヲ
記
ス
ル
事

身
上
謹
書
ヨ
リ
成
立
ッ
謹
擦
ノ
事

身
上
謹
書
ヲ
改
正
ス
ル
事

身
上
謹
書
法
律
按

絡
論

　
第
一
條
人
間
ノ
分
限
二
付
キ
謹
明
ス
ヘ
キ
者
左
ノ
如
シ

　
　
第
一
章
凡
テ
謹
書
二
記
ス
ヘ
キ
者
左
ノ
如
シ

　
　
　
出
産
謹
書

　
　
　
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム
ル
謹
書

　
　
　
養
子
讃
書

五
六

（
九
一
〇
）

　
　
婚
姻
謹
書

　
　
死
去
謹
書

　
第
二
章
裁
判
所
ノ
公
正
ノ
抜
書
叉
ハ
政
府
ノ
謹
書
ヲ
身
上
簿
珊
二
記
入

　
　
ス
ヘ
キ
モ
ノ
左
ノ
如
シ

　
　
我
力
子
二
非
ス
ト
申
述
フ
ル
事

　
　
養
子
解
約
ノ
事

　
　
離
婚
ノ
事

　
　
出
踪
ノ
訴

　
　
身
上
謹
書
ヲ
改
正
ス
ル
事

　
　
姓
名
ヲ
攣
更
ス
ル
事

　
第
三
章
　
人
間
ノ
分
限
二
付
キ
生
ス
ル
攣
故
ハ
凡
テ
出
壼
謹
書
二
記
シ
該

　
　
謹
書
ノ
攣
故
叉
ハ
改
正
ハ
凡
テ
其
他
ノ
謹
書
二
記
ス
ヘ
シ

　
　
然
レ
ト
モ
癒
癩
叉
ハ
重
罪
申
渡
ニ
ヨ
リ
裁
判
上
叉
ハ
法
律
上
ノ
治
産
ノ

　
　
禁
ハ
何
レ
ノ
場
合
二
於
テ
モ
記
入
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ナ
シ

第
二
條
前
條
二
記
セ
ル
身
上
謹
書
ヲ
作
リ
叉
ハ
裁
判
所
ノ
簿
朋
叉
ハ
邑
ノ

　
簿
冊
二
登
記
ス
ヘ
キ
事
ハ
皆
邑
長
叉
ハ
匠
長
叉
ハ
其
補
助
吏
二
於
テ
コ
レ

　
ヲ
捲
當
ス
ヘ
シ

　
故
障
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
邑
ノ
老
練
セ
ル
議
員
ヲ
以
テ
補
助
吏
ト
ナ
ス
コ

　
ト
ァ
ル
ヘ
シ

　
邑
長
各
補
助
吏
ヲ
以
テ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ト
ナ
シ
其
事
務
ヲ
負
捲
セ
シ
ム



　
　
ル
ト
キ
ハ
民
事
裁
判
所
ノ
検
事
ノ
直
轄
タ
ル
ヘ
シ
故
二
邑
長
叉
ハ
補
助
吏

　
　
ハ
夫
々
ノ
手
績
ヲ
纒
申
シ
司
法
卿
二
凡
テ
書
面
ヲ
差
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

第
一
篇
　
身
上
謹
書
ノ
手
績

　
第
三
條
　
第
一
條
第
一
章
二
記
セ
ル
身
上
謹
書
ハ
凡
テ
關
係
人
叉
ハ
法
律
二

　
　
指
シ
定
ム
ル
人
ノ
申
立
叉
ハ
要
メ
ニ
由
リ
ニ
人
以
上
ノ
謹
人
ノ
目
前
二
於

　
　
テ
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
婚
姻
謹
書
ヲ
除
ク
ノ
外
關
係
人
ハ
別
段
ノ
名
代
人
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
但
シ
名
代
人
ヲ
任
ス
ル
コ
ト
ハ
公
正
ノ
謹
書
ヲ
以
テ
爲
ス
ヘ
シ
且
其
讃
書

　
　
ハ
簿
筋
ノ
附
録
ト
ナ
ス
爲
メ
ニ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ノ
手
二
残
シ
置
ク
ヘ
シ

　
第
四
條
　
謹
人
叉
ハ
名
代
人
ハ
本
人
ノ
血
族
タ
リ
ト
モ
故
障
ナ
カ
ル
ヘ
シ
但

　
　
シ
此
等
ノ
人
ハ
日
本
人
民
ニ
シ
テ
ニ
十
歳
ノ
男
子
タ
ル
ヲ
必
要
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

　
　
然
レ
ト
モ
外
國
人
ノ
身
上
謹
書
二
管
シ
名
代
人
ロ
ハ
誰
人
ノ
一
方
善
ク
日

　
　
本
語
ヲ
解
シ
得
ル
ト
キ
叉
ハ
謹
人
ノ
一
名
日
本
人
ニ
シ
テ
該
外
國
ノ
語
ヲ

　
　
解
シ
得
ル
者
ヲ
同
行
セ
ル
ト
キ
ニ
ハ
謹
人
叉
ハ
名
代
人
ハ
外
國
人
タ
ル
コ

　
　
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
第
五
條
身
上
讃
書
ハ
邑
長
ノ
事
務
所
二
於
テ
記
ス
ヘ
シ

　
　
但
シ
婚
姻
馨
ハ
夫
婦
乙
忍
壽
潔
所
二
出
寅
告
ト
ア
タ
ハ

　
　
サ
ル
ト
キ
ハ
其
一
方
ノ
者
ノ
住
所
二
於
テ
此
レ
ヲ
記
ス
ル
ヲ
以
テ
例
外
ト

　
　
ス

　
第
六
條
　
凡
テ
身
上
謹
書
ニ
ハ
其
謹
書
ヲ
記
シ
タ
ル
年
月
日
付
井
出
席
セ
ル

　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
讃
書
法
律
案

者
叉
ハ
申
述
ヲ
ナ
シ
タ
ル
者
ノ
姓
名
年
齢
職
業
身
分
住
所
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
該
書
式
二
至
リ
テ
ハ
謹
人
叉
ハ
名
代
人
ト
錐
ト
モ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ

　
其
他
身
上
謹
書
二
管
係
セ
ル
者
ハ
凡
テ
該
書
式
二
由
ル
ヘ
シ
就
中
其
者
等

　
ノ
出
壼
ノ
場
所
ハ
ナ
リ
タ
ケ
コ
レ
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
七
條
　
凡
テ
身
上
謹
書
ニ
ハ
法
律
二
由
リ
其
讃
書
二
確
ム
ヘ
キ
事
柄
ノ
、
、
・

　
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
八
條
身
上
謹
書
ヲ
記
シ
タ
ル
後
チ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ハ
出
席
セ
ル
者
及

　
謹
人
二
此
レ
ヲ
讃
ミ
聞
ス
ヘ
シ
而
シ
テ
出
席
セ
ル
者
及
謹
人
ハ
官
吏
ト
共

　
二
姓
名
ヲ
自
署
シ
且
調
印
ス
ヘ
シ
モ
シ
其
者
等
ノ
一
人
自
署
ス
ル
コ
ト
能

　
　
（
一
字
不
明
）

　
ハ
ス
叉
□
知
ラ
サ
ル
者
ヲ
申
述
フ
ル
ト
キ
ハ
（
代
署
ス
ヘ
シ
）
調
印
ノ
ミ

　
ヲ
ナ
サ
シ
メ
其
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
九
條
　
身
上
謹
書
ハ
均
一
ノ
簿
朋
二
個
ヲ
以
テ
本
書
二
通
ト
ナ
シ
其
毎
葉

　
二
記
號
ヲ
附
記
シ
且
邑
ノ
印
ヲ
捺
押
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

　
該
簿
珊
ノ
一
個
ハ
邑
ノ
書
庫
二
残
シ
其
他
□
一
個
ハ
年
末
二
附
麗
書
類
ト

　
共
二
槍
事
二
邊
致
ス
ヘ
シ

　
瞼
事
ハ
其
簿
珊
ヲ
調
査
シ
後
チ
槍
印
ヲ
ナ
シ
更
二
縣
ノ
書
庫
二
此
レ
ヲ
出

　
ス
ヘ
シ

第
十
條
　
凡
テ
謹
書
ハ
日
付
ノ
順
序
二
從
ヒ
互
二
蓮
練
シ
テ
記
ス
ヘ
シ

　
但
シ
一
葉
二
一
個
ノ
謹
書
ノ
ミ
ヲ
記
シ
其
室
行
ハ
其
儘
二
存
シ
其
謹
書
二

　
攣
更
ヲ
生
セ
シ
ト
キ
ニ
更
二
記
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
九
一
一
）



　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

第
十
一
條
　
身
上
謹
書
ニ
ハ
追
記
叉
ハ
創
除
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ス
モ
シ
追
記
叉
ハ

　
創
除
セ
ハ
謹
書
ノ
端
叉
ハ
績
二
此
レ
ヲ
ナ
シ
記
者
ノ
名
二
代
ユ
ル
ニ
横
線

　
　
ヲ
記
シ
且
捺
印
ス
ヘ
シ

　
又
創
除
ス
ヘ
キ
文
字
ハ
其
字
形
ヲ
其
儘
二
存
シ
文
字
ノ
員
籔
ヲ
記
シ
且
記

　
者
ノ
印
ヲ
捺
ス
ヘ
シ

第
十
二
條
　
第
一
條
ノ
第
二
章
第
三
章
二
記
セ
ル
カ
如
ク
身
上
謹
書
ヲ
記
ス

　
　
ル
ハ
左
ノ
厘
分
二
從
ヒ
關
係
人
ノ
訴
叉
ハ
該
員
ノ
要
メ
ニ
ヨ
リ
此
レ
ヲ
記

　
　
ス
ヘ
シ

　
但
シ
左
ノ
匠
分
ニ
ヨ
ラ
サ
レ
ハ
此
レ
ヲ
記
ス
ル
ヲ
得
ス

　
身
上
謹
書
ノ
攣
更
叉
ハ
其
改
正
二
管
ス
ル
裁
到
申
渡
ハ
終
審
ノ
裁
判
ナ
ル

　
　
ヲ
以
テ
控
訟
ス
ル
ヲ
得
ス
而
シ
テ
該
裁
判
申
渡
ノ
爲
ハ
該
裁
到
所
ノ
槍
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

　
　
ヨ
リ
八
目
以
内
二
出
産
謹
書
□
受
取
リ
タ
ル
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ト
且
其
攣

　
　
更
叉
ハ
改
正
セ
ル
謹
書
ヲ
受
取
リ
タ
ル
官
吏
ニ
コ
レ
ヲ
邊
付
ス
ヘ
シ

　
　
叉
露
化
叉
ハ
名
前
ノ
攣
更
二
管
ス
ル
政
府
ノ
謹
書
モ
裁
判
所
ノ
楡
事
ヨ
リ

　
　
八
日
内
二
官
吏
二
通
知
ス
ヘ
シ

　
第
十
三
條
既
二
縣
聴
二
出
シ
タ
ル
身
上
簿
朋
ノ
端
二
記
入
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
身

　
　
上
謹
書
ノ
官
吏
ハ
其
出
シ
タ
ル
簿
肋
二
同
一
ノ
記
入
ヲ
ナ
サ
ン
ト
セ
ハ
其

　
　
記
入
二
付
キ
必
要
ナ
ル
読
明
書
ト
共
二
其
爲
ヲ
検
事
二
通
知
ス
ヘ
シ

第
二
篇
出
産
謹
書
ノ
事

　
第
十
四
條
　
出
産
ノ
申
述
ハ
其
母
ノ
出
壼
ヨ
リ
三
日
内
二
此
レ
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
九
二
一
）

　
モ
シ
其
申
述
ヲ
怠
ル
者
ハ
後
條
二
定
ム
ル
国
分
二
從
ヒ
出
産
ノ
申
述
ヲ
ナ

　
ス
ヘ
キ
者
二
一
日
二
圓
ノ
科
料
金
ヲ
申
付
ク
ヘ
シ

　
出
産
ヨ
リ
一
ケ
月
ノ
後
チ
生
見
ノ
身
上
謹
書
ヲ
記
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
民
事

　
裁
判
所
ノ
認
可
ヲ
得
サ
レ
ハ
コ
レ
ヲ
記
ス
ル
ヲ
得
ス

第
十
五
條
　
出
産
ノ
申
述
ハ
法
律
上
父
ヲ
認
メ
且
現
在
セ
ル
ト
キ
ハ
其
父
ヨ

　
リ
此
レ
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

　
父
ノ
失
踪
叉
ハ
故
障
ア
ル
場
合
叉
ハ
父
ヲ
認
メ
得
サ
ル
場
合
ハ
出
産
ノ
時

　
二
立
會
タ
ル
父
母
ノ
奪
族
叉
ハ
婚
族
ノ
親
ヨ
リ
其
申
述
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
モ
シ

　
奪
族
叉
ハ
婚
族
ノ
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
時
立
會
タ
ル
署
師
叉
ハ
壷
婆
ヨ
リ

　
此
レ
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

第
十
六
條
　
出
産
謹
書
二
記
ス
ヘ
キ
要
件
左
ノ
如
シ

　
第
一
章
　
父
母
ノ
姓
名
年
齢
職
業
及
母
ノ
住
所
其
婦
ノ
婚
姻
セ
シ
ト
キ
ハ

　
　
其
旨
ヲ
記
シ
且
父
叉
ハ
母
ノ
外
國
人
タ
ル
ト
キ
ハ
其
露
化
セ
ル
旨
ヲ
記

　
　
ス
ヘ
シ

　
第
二
章
　
出
産
ノ
場
所
日
時

　
第
三
章
　
其
子
ノ
男
女

　
第
四
章
其
子
二
命
シ
タ
ル
名

第
十
七
條
身
上
謹
書
ノ
官
吏
二
其
子
ヲ
示
ス
ヘ
シ
官
吏
ハ
其
子
ノ
男
女
及

　
生
死
ノ
申
立
ヲ
護
認
ス
ヘ
シ
然
レ
ト
モ
時
宜
二
由
リ
其
子
ノ
所
在
ヲ
攣
シ

　
性
命
二
危
瞼
ナ
ル
ト
キ
ハ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
其
家
二
至
リ
前
件
ノ
手
績
ヲ



　
　
ナ
ス
ヘ
シ

　
第
十
八
條
　
身
上
謹
書
ノ
官
吏
二
其
子
ヲ
示
ス
ニ
當
リ
死
去
セ
ル
ト
キ
ハ
官

　
　
吏
ハ
第
十
六
條
二
記
セ
ル
申
立
書
ノ
績
二
指
示
セ
ル
ト
キ
既
二
死
去
セ
ル

　
　
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
　
其
子
ノ
死
生
ノ
申
立
二
付
キ
故
障
ヲ
述
フ
ル
者
ハ
申
述
人
叉
ハ
謹
人
ト
シ

　
　
テ
出
産
謹
書
二
立
會
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
關
係
人
二
封
シ
此
レ
ヲ
述
フ

　
　
ル
ヲ
得
ス

　
第
十
九
條
　
既
二
胎
内
ニ
テ
死
去
セ
ル
小
見
叉
ハ
一
歳
未
満
ノ
小
見
ヲ
棄
ツ

　
　
ル
者
ア
リ
邑
内
二
於
テ
其
親
族
ヲ
看
出
シ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
猶
豫
セ
ル
後
チ

　
　
父
母
ヲ
認
メ
得
サ
ル
者
ト
シ
テ
其
看
出
シ
得
タ
ル
場
所
ノ
簿
朋
二
此
レ
ヲ

　
　
記
ス
ヘ
シ

　
　
但
シ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ハ
棄
兜
二
名
ヲ
命
シ
且
馨
師
ノ
意
見
二
從
ヒ
出
鳶

　
　
ノ
見
積
ノ
日
藪
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
三
篇
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ト
認
ム
ル
事

　
第
廿
條
　
私
生
ノ
子
ハ
父
母
ヨ
リ
別
段
ノ
申
立
ニ
ヨ
リ
出
産
謹
書
ヲ
以
テ
我

　
　
力
子
ナ
リ
ト
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
但
シ
其
申
述
ハ
第
十
六
條
二
記
セ
ル
申
立
ノ
績
二
記
ス
ヘ
シ

　
第
廿
一
條
　
出
産
謹
書
ヲ
以
テ
我
力
子
ナ
リ
ト
認
メ
得
サ
ル
ト
キ
ニ
ハ
何
時

　
　
タ
リ
ト
モ
其
子
ノ
住
所
ノ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
二
於
テ
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ

　
　
シ

　
　
　
　
新
た
な
る
身
上
謹
書
法
律
案

　
　
私
生
ノ
子
ヲ
我
力
子
ナ
リ
ト
認
ム
ル
讃
書
ニ
ハ
第
十
六
條
二
記
セ
ル
如
ク

　
　
我
力
子
ナ
リ
ト
認
ム
ル
父
母
及
其
主
眼
ナ
ル
子
ト
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
四
篇
　
養
子
讃
書

　
第
廿
二
條
　
養
子
謹
書
ハ
養
子
ノ
住
所
ノ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
養
親
及
養
子
叉

　
　
ハ
襲
方
ノ
名
代
人
ノ
目
前
二
於
テ
此
レ
ヲ
記
ス
ヘ
シ
モ
シ
養
子
幼
年
ナ
ル

　
　
ト
キ
ハ
法
則
上
ノ
名
代
人
ヲ
立
會
ハ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
養
親
養
子
讐
方
ヨ
リ
ニ
人
以
上
ノ
謹
人
ノ
立
會
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
養
子
ト
ナ
リ
タ
ル
事
二
付
キ
公
告
ノ
式
ヲ
執
リ
行
フ
ヘ
シ

第
廿
三
條
李
馨
ニ
ハ
嘉
乱
轟
蓼
ノ
黍
ト
法
律
二
甲
認

　
　
可
ス
ヘ
キ
官
吏
ノ
公
認
ト
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
　
養
親
及
養
子
ハ
第
十
六
條
二
記
セ
ル
要
件
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
五
篇
　
婚
姻
謹
書

　
第
廿
四
條
　
婚
姻
ノ
式
ヲ
行
フ
ヘ
キ
日
ヲ
算
セ
ス
少
ナ
ク
モ
三
日
前
二
將
來

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

　
　
夫
婦
ト
ナ
ル
ヘ
キ
者
口
其
襲
方
ノ
出
産
謹
書
ヲ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
二
出
ス

　
　
ヘ
シ
モ
シ
其
一
方
ノ
者
既
二
婚
姻
セ
シ
事
ア
ル
ト
キ
ハ
離
婚
セ
シ
事
ヲ
確

　
　
メ
得
ル
謹
書
ヲ
添
へ
出
ス
ヘ
シ

　
第
十
五
條
夫
婦
叉
ハ
其
一
方
ノ
者
倫
私
生
ノ
父
叉
ハ
養
親
ヲ
有
シ
其
等
ノ

　
　
者
婚
姻
ノ
式
二
立
會
ヲ
ナ
サ
ス
自
己
二
其
承
諾
ノ
旨
ヲ
徴
シ
得
ル
ト
キ
ニ

　
　
ハ
夫
婦
叉
ハ
一
方
ノ
者
其
者
等
ノ
承
諾
セ
シ
事
ト
且
其
者
等
ノ
婚
姻
上
ノ

　
　
法
律
二
從
ヒ
夫
婦
相
互
二
貧
敬
ス
ヘ
キ
要
メ
ヲ
官
吏
ニ
ナ
シ
タ
ル
事
ノ
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
九
一
三
）



　
　
　
新
た
な
る
身
上
護
書
法
律
案

　
擦
ヲ
差
出
ス
ヲ
必
要
ト
ス

　
夫
婦
叉
ハ
一
方
ノ
者
ノ
父
ノ
死
去
セ
シ
ト
キ
ハ
其
死
去
識
書
ヲ
出
ス
ヘ
シ

第
廿
六
條
　
モ
シ
夫
婦
叉
ハ
一
方
ノ
者
前
條
二
示
セ
ル
謹
書
類
ノ
一
部
叉
ハ

　
全
部
ヲ
出
ス
コ
ト
ア
タ
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
レ
ニ
代
ユ
ル
ニ
衆
庶
ノ
周
知
セ

　
ル
事
實
二
由
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
其
事
實
ヲ
得
ル
ノ
手
績
ハ
印
治
安
裁
判
役
三

　
人
以
上
ノ
謹
人
ヨ
リ
第
四
條
二
記
セ
ル
要
件
ヲ
履
行
シ
テ
申
立
ヲ
ナ
シ
且

　
該
婚
姻
ヲ
取
結
フ
ニ
付
テ
ハ
謹
人
誓
ヲ
立
テ
事
賛
故
障
ナ
キ
旨
ヲ
自
己
二

　
確
知
セ
ル
事
ト
ヲ
公
認
ス
ル
ニ
ア
リ

第
廿
七
條
前
二
條
二
必
要
ト
セ
ル
書
類
ハ
後
チ
ニ
規
定
セ
ル
婚
姻
鐙
書
ノ

　
書
類
ト
シ
テ
止
メ
措
ク
ヘ
シ

第
廿
八
條
第
廿
四
條
二
記
セ
ル
期
限
内
二
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ハ
將
來
夫
婦

　
ト
ナ
ル
ヘ
キ
者
ノ
報
知
ヲ
得
ハ
其
公
告
書
ヲ
邑
聴
ノ
門
戸
二
掲
示
ス
ヘ
シ

第
廿
九
條
　
誰
人
タ
リ
ト
モ
婚
姻
二
付
キ
法
律
上
ノ
故
障
ヲ
申
述
ン
ト
ス
ル

　
者
ハ
其
旨
ヲ
書
面
二
認
メ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
二
出
ス
ヘ
シ
官
吏
ハ
其
申
述

　
ヘ
タ
ル
故
障
ノ
性
質
二
從
ヒ
婚
姻
ノ
式
ヲ
延
期
シ
叉
ハ
見
合
セ
ニ
爲
サ
シ

　
ム
ヘ
シ
法
律
二
由
リ
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
申
述
ヘ
キ
身
分
ノ
者
ヨ
リ
故
障
ヲ
申

　
述
フ
ル
ト
キ
ハ
身
上
誰
書
ノ
官
吏
ハ
其
故
障
ヲ
申
述
ヘ
タ
ル
者
ヨ
リ
此
レ

　
ヲ
取
消
シ
叉
ハ
民
事
裁
判
所
ヨ
リ
其
故
障
ヲ
却
下
シ
得
ル
迄
テ
ハ
其
婚
姻

　
ノ
式
ヲ
執
行
フ
コ
ト
ヲ
延
期
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
三
十
條
婚
姻
ノ
式
ハ
夫
婦
ノ
一
方
ノ
者
少
ナ
ク
モ
三
ケ
月
間
一
邑
二
眞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
九
一
四
）

　
　
ノ
佳
所
又
ハ
假
リ
ノ
住
所
ヲ
定
ム
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
其
式
ヲ
執
行
フ
コ
ト

　
　
ヲ
許
サ
ス

第
三
十
一
條
　
婚
姻
ノ
式
ハ
人
目
二
鰯
レ
易
ク
執
行
フ
ヘ
シ

　
　
但
シ
第
五
條
二
記
セ
ル
カ
如
ク
夫
婦
ノ
一
方
ノ
者
ノ
家
二
於
テ
其
儀
ヲ
執

　
　
行
フ
時
ト
錐
ト
モ
門
戸
ヲ
開
キ
置
ク
ヘ
シ

　
　
夫
婦
讐
方
ヨ
リ
ニ
人
以
上
ノ
誰
人
ヲ
シ
テ
立
會
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
字
不
明
）

第
三
十
二
條
　
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ハ
夫
婦
一
人
ッ
・
其
名
□
呼
出
シ
夫
ト
婦

　
　
ト
相
互
二
奪
敬
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
承
諾
セ
ル
ヤ
否
ヲ
審
問
ス
ヘ
シ

　
　
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ハ
夫
婦
ノ
確
答
ニ
ヨ
リ
直
チ
ニ
婚
姻
謹
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
第
三
十
三
條
婚
姻
謹
書
ニ
ハ
夫
婦
ノ
承
諾
ト
公
認
ス
ヘ
キ
官
吏
ノ
讃
認
ト

　
　
ヲ
記
シ
且
婚
姻
ノ
式
ヲ
執
リ
行
フ
ヘ
キ
公
告
ノ
式
並
第
二
十
八
條
二
記
セ

　
　
ル
報
告
ヲ
豫
メ
爲
シ
且
故
障
ノ
申
述
ナ
キ
旨
等
ヲ
記
ス
ヘ
シ

第
六
篇
　
死
去
謹
書

　
第
三
十
四
條
　
死
去
ノ
申
立
ハ
死
去
セ
シ
ヨ
リ
ニ
十
四
時
間
二
其
席
二
出
會

　
　
セ
ル
尊
族
叉
ハ
婚
族
ノ
者
此
レ
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

　
　
死
者
ノ
親
族
叉
ハ
婚
族
ノ
其
席
二
出
會
セ
ル
者
ナ
キ
時
ハ
死
去
ノ
申
立
ハ

　
　
其
席
二
出
會
セ
ル
近
隣
ノ
者
叉
ハ
親
友
叉
ハ
死
者
ノ
最
後
二
投
藥
セ
ル
馨

　
　
師
ヨ
リ
此
レ
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

　
　
自
己
ノ
居
宅
外
ニ
ア
リ
テ
死
去
セ
ル
ト
キ
ハ
其
死
去
セ
シ
家
二
居
佳
セ
ル

　
　
者
謹
人
ト
ナ
リ
テ
其
旨
ヲ
申
立
ッ
ヘ
シ



第
三
十
五
條
　
死
去
謹
書
ハ
埋
葬
前
二
記
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
埋
葬
ハ
邑
長
二
死

　
去
ノ
申
立
ヲ
ナ
シ
其
公
認
ヲ
得
タ
ル
後
チ
ニ
非
サ
レ
ハ
此
レ
ヲ
許
サ
ス

　
モ
シ
該
主
義
二
戻
リ
死
去
謹
書
ヲ
記
ス
前
二
當
リ
埋
葬
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
該

　
死
去
讃
書
ハ
裁
到
所
二
由
ラ
サ
レ
ハ
記
ス
ル
ヲ
許
サ
ス

第
三
十
六
條
　
死
去
謹
書
ニ
ハ
ナ
ル
タ
ケ
左
ノ
件
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
第
一
章
　
死
者
ノ
姓
名
年
齢
職
業
住
居
出
産
ノ
場
所

　
第
二
章
　
死
去
ノ
場
所
日
時

第
三
十
七
條
他
人
ノ
家
ニ
ア
リ
テ
死
去
シ
其
屍
髄
ヲ
自
己
ノ
家
二
邊
致
セ

　
シ
時
ハ
其
死
去
讃
書
ハ
本
人
ノ
佳
所
ノ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ニ
ヨ
リ
記
ス
ヘ

　
シ
此
レ
ニ
反
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
死
去
セ
ル
場
所
ノ
官
吏
ニ
ヨ
リ
記
サ
シ

　
ム
ヘ
シ

　
何
レ
ノ
場
合
二
於
テ
モ
死
去
謹
書
ニ
ハ
他
人
ノ
家
ニ
ア
リ
テ
死
去
セ
シ
事

　
ノ
ミ
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
但
左
二
掲
ク
ル
ニ
個
ノ
場
合
ハ
例
外
ノ
者
ト
ス

第
三
十
八
條
死
去
謹
書
ニ
ハ
死
去
二
至
ル
ノ
理
由
ヲ
記
ス
ヘ
カ
ラ
ス
然
レ

　
ト
モ
海
陸
軍
ノ
自
國
防
禦
ノ
爲
メ
ニ
遠
征
シ
職
没
セ
ル
場
合
二
於
テ
親
族

　
叉
ハ
婚
族
ノ
者
讃
擦
ト
ナ
ル
ヘ
キ
書
類
ヲ
以
テ
其
記
入
ヲ
要
ム
ル
ト
キ
ハ

　
此
レ
カ
記
入
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ

第
三
十
九
條
屍
髄
ヲ
看
出
シ
其
死
者
二
就
キ
何
入
タ
ル
事
ヲ
認
メ
得
サ
ル

　
ト
キ
ハ
埋
葬
ノ
前
掛
リ
警
覗
ノ
吏
員
ニ
ヨ
リ
取
調
書
類
ヲ
造
ラ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
　
新
た
な
る
身
上
談
書
法
律
案

　
　
該
取
調
書
ニ
ハ
死
者
ノ
外
貌
男
女
見
積
年
齢
屍
ヲ
看
出
シ
得
タ
ル
場
所
屍

　
　
膿
ノ
有
様
死
去
二
至
ル
大
凡
ソ
ノ
理
由
等
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
　
該
調
書
ハ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
二
出
ス
ヘ
シ
官
吏
ハ
死
者
ノ
見
積
年
齢
ト
男

　
　
女
ト
ノ
ミ
ヲ
記
セ
ル
死
去
謹
書
ヲ
作
リ
其
他
該
調
書
ヲ
記
入
シ
死
者
ノ
何

　
　
人
タ
ル
事
ヲ
確
ム
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
サ
ル
旨
ヲ
記
入
ス
ヘ
シ

第
七
篇
　
特
別
ノ
場
合
二
於
テ
身
上
謹
書
ヲ
記
ス
ル
事

　
第
四
十
條
　
日
本
領
地
内
外
ヲ
問
ハ
ス
陸
軍
ノ
出
兵
セ
ル
者
ハ
「
フ
リ
ガ
ア

　
　
テ
i
」
（
隊
ノ
名
）
毎
二
其
隊
ノ
士
官
又
ハ
司
令
長
官
ニ
ヨ
リ
別
段
ノ
身

　
　
上
謹
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
　
士
官
叉
兵
士
其
他
軍
隊
二
驕
ス
ル
者
ノ
死
去
セ
ル
ト
キ
ハ
可
成
的
死
者
何

　
　
人
タ
ル
事
二
就
キ
謹
擦
ヲ
以
テ
詮
明
ス
ヘ
シ

　
　
モ
シ
職
地
二
於
テ
死
去
シ
叉
ハ
重
傷
ヨ
リ
死
去
二
至
ル
者
ハ
謹
書
二
其
旨

　
　
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
　
該
鐙
書
ノ
爲
ハ
凡
テ
陸
軍
卿
二
之
ヲ
出
ス
ヘ
シ

　
第
四
十
一
條
職
雫
ノ
爲
メ
叉
ハ
操
練
ノ
爲
メ
ニ
日
本
政
府
ノ
船
艦
二
乗
組

　
　
者
ハ
其
船
艦
ヲ
指
揮
セ
ル
者
ノ
注
意
ニ
ヨ
リ
身
上
讃
書
ヲ
復
タ
記
ス
ヘ
シ

　
　
該
身
上
謹
書
ノ
爲
ハ
日
本
ノ
港
叉
ハ
條
約
國
ノ
港
二
其
般
ノ
到
着
ス
ル
ト

　
　
キ
ハ
海
軍
卿
二
此
レ
ヲ
出
ス
ヘ
シ

　
第
四
十
二
條
日
本
商
船
ノ
航
海
中
二
於
テ
乗
組
ム
者
二
死
去
又
ハ
出
毒
ア

　
　
ル
ト
キ
ハ
船
將
ニ
ヨ
リ
ニ
人
以
上
ノ
謹
人
ノ
目
前
二
於
テ
乗
組
人
ノ
簿
筋
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新
た
な
る
身
上
護
書
法
律
案

　
　
二
其
旨
ヲ
記
ス
ヘ
シ

　
前
條
二
記
ス
ル
カ
如
ク
其
商
般
ノ
港
二
到
着
セ
ル
ト
キ
ハ
該
謹
書
ノ
爲
ハ

　
商
務
宰
相
二
此
レ
ヲ
出
ス
ヘ
シ

第
四
十
三
條
前
三
條
二
記
セ
ル
場
合
二
於
テ
凡
テ
謹
書
ノ
爲
ヲ
受
取
タ
ル

　
宰
相
ハ
死
去
セ
ル
者
叉
ハ
出
生
セ
ル
子
ノ
父
叉
ハ
母
ノ
最
後
ノ
住
所
ノ
身

　
上
謹
書
ノ
官
吏
二
其
爲
一
通
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ

第
四
十
四
條
　
陸
軍
病
院
叉
ハ
一
般
病
院
貧
病
院
癩
狂
院
囚
獄
其
他
懲
戒
場

　
　
ノ
所
長
ハ
院
中
二
於
テ
出
産
婚
姻
死
去
ヲ
指
定
ム
ル
爲
メ
ニ
別
段
ノ
身
上

　
　
讃
書
ヲ
設
ク
ヘ
シ

　
　
凡
テ
所
長
ハ
謹
書
ノ
爲
ヲ
三
日
内
二
身
上
護
書
ノ
官
吏
二
邊
致
ス
ル
コ
ト

　
　
倫
ホ
前
條
二
異
ナ
ル
ナ
シ

第
四
十
五
條
　
凡
テ
前
條
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
ハ
身
上
簿
冊

　
　
二
直
チ
ニ
其
旨
ヲ
記
入
ス
ヘ
シ

　
第
四
十
六
條
　
外
國
ニ
ア
ル
目
本
人
ノ
身
上
謹
書
ハ
其
外
國
二
居
住
セ
ル
日

　
　
本
領
事
二
於
テ
此
レ
ヲ
受
取
リ
叉
ハ
外
國
ノ
地
方
ニ
ア
ル
官
吏
．
一
於
テ
此

　
　
レ
ヲ
受
取
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
八
篇
身
上
謹
書
ヨ
リ
生
ス
ル
護
撮
ノ
事

　
第
四
十
七
條
　
誰
人
タ
リ
ト
モ
身
上
謹
書
ノ
官
吏
叉
ハ
楡
事
ニ
ヨ
リ
自
費
ヲ

　
　
以
テ
其
身
上
謹
書
ノ
爲
ヲ
要
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
第
四
十
八
條
　
身
上
謹
書
ノ
爲
ハ
戴
到
所
二
於
テ
此
レ
ヲ
要
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

六
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ヘ
シ

　
　
モ
シ
爲
謹
書
ノ
本
書
二
適
合
セ
ル
ヤ
否
二
付
キ
雫
訴
ノ
起
ル
ト
キ
ハ
裁
判

　
所
二
於
テ
爲
謹
書
ノ
原
書
ナ
ル
簿
冊
叉
ハ
其
簿
冊
二
付
キ
更
二
謹
書
ノ
爲

　
　
ヲ
得
ル
ニ
付
キ
其
書
記
役
叉
ハ
治
安
裁
判
所
二
澹
任
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル

　
　
ヘ
シ

第
四
十
九
條
身
上
謹
書
ノ
官
吏
二
爲
シ
タ
ル
申
立
叉
ハ
簿
朋
ノ
記
入
ノ
正

　
　
當
ナ
ル
ト
否
ヤ
ニ
付
キ
訴
訟
ヲ
起
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
詐
爲
ノ
訟
ノ
手
績
二

　
　
由
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
コ
レ
ヲ
訟
フ
ル
ヲ
得
ス

　
　
然
レ
ト
モ
公
事
ノ
訟
ヲ
以
テ
受
理
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
後
チ
ニ
読
明
ス
ル

　
　
如
ク
身
上
謹
書
改
良
ノ
手
績
ヲ
以
テ
訟
出
ス
ヘ
シ

　
第
五
十
條
　
抗
拒
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
ニ
由
リ
年
月
ヲ
輕
テ
身
上
簿
班
二
登
記

　
　
ス
ル
ヲ
得
ス
叉
ハ
薄
繹
響
セ
ラ
ル
、
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
些
一
一
代

　
　
ユ
ル
ニ
身
上
二
管
ス
ル
事
柄
ノ
謹
擦
ハ
第
二
十
八
條
二
記
ス
ル
カ
如
ク
國

　
　
民
タ
ル
ノ
謹
書
ヲ
以
テ
ス
ヘ
シ

第
九
篇
身
上
謹
書
ノ
改
正
ノ
事

　
第
五
十
一
條
　
錯
誤
叉
ハ
詐
爲
ア
ル
身
上
謹
書
ハ
其
謹
書
ヲ
受
取
リ
タ
ル
民

　
　
事
裁
判
所
ノ
裁
判
役
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
此
レ
ヲ
改
正
ス
ル
ヲ
得
ス

　
　
裁
到
役
ハ
常
二
擦
訴
叉
ハ
破
鍛
ノ
訟
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
身
上
謹
書
ノ
改
正
ハ
關
係
人
ノ
要
メ
叉
ハ
申
述
二
從
ヒ
此
レ
カ
申
渡
ヲ
ナ

　
　
ス
事
ヲ
得
ヘ
シ



然
レ
ト
モ
詐
爲
ノ
訟
ヲ
官
署
ニ
ナ
シ
正
當
ナ
ル
一
個
人
ノ
分
限
ヲ
得
ル
ニ

至
ル
ト
キ
ハ
其
改
正
ノ
申
渡
ハ
裁
判
役
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
ア
タ
ハ
ス

身
上
謹
書
ノ
改
正
二
付
テ
ノ
裁
判
申
渡
ハ
其
謹
書
二
關
係
ア
ル
者
叉
ハ
其

代
構
人
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
裁
判
上
ノ
効
力
ヲ
有
セ
ス

其
他
ノ
關
係
人
ハ
常
二
原
被
ニ
ア
ラ
サ
ル
者
ヨ
リ
裁
到
取
調
ノ
方
法
ヲ
以

テ
其
申
渡
二
付
キ
訟
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

新
た
な
る
身
上
讃
書
法
律
案

六
三

（
九
一
七
）


